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長時間の２交替夜勤が依然約４割

夜勤回数の軽減と実効ある
インターバルの確保を

国際基準で人間らしい働き方に

２０１７年度の夜勤実態調査は、４０２施設の結果をま
とめることができました。長時間の２交替夜勤や勤
務間隔が極端に短い状態が依然続いている結果とな
りました。

昨年、過去最高であった２交替夜勤は、やや減少
して３７．２％（２０１６年３８．４％）となりましたが、依然
４割近くが長時間の夜勤労働を強いられています。
今年実施した「看護職員の労働実態調査」でも、

７割を超える看護職が、仕事を辞めたいと思いなが
ら働いているという結果がでました。なかでも、休
憩が取れず長時間労働となっているほどその思いが
高くなるという結果がでました。

重篤・重症の急性期患者の看護にあたる ICU
（集中治療室）の夜勤回数が昨年よりやや減少した
とはいえ、月９日以上の夜勤を３交替で４割、２交
替で５割超と今回も突出して高い状況となっていま
す。医療の高度化・IT化が進む中、働き続けられ
る環境整備のためにも、命に直結し緊張を強いられ
る職場での夜勤回数の改善は必要です。
２０１６年の診療報酬改定で、「１１時間以上のインタ
ーバル」が加算項目となりましたが、勤務間隔「８

時間未満」が約５割と昨年より微増となっていま
す。増員なしでは、インターバル確保や夜勤回数軽
減にはなりません。１９６５年の人事院判定「夜勤は、
複数月８日以内」から、５２年と半世紀以上経てもな
お１人夜勤が残っている現状は前近代的と言わざる
を得ません。

前述した「看護職員の労働実態調査」では、慢性
疲労が７割超・健康不安が約７割と自分の健康に不
安を抱え、疲労しながら勤務している環境改善が図
られる必要があります。いのちや安全に関わる現場
で、使命感や自己犠牲では抜本的な解決には至らな
いと思います。
４月６日に出された、厚労省の「新たな医療の在
り方を踏まえた医師・看護師等の働き方ビジョン検
討会」報告書では、医療・介護労働者の過重労働の
恒常化の改革に言及しながら、増員して労働環境改
善という視点はありません。業務委譲、業務拡大で
乗り切ろうとしています。
国民の保健衛生向上のためには、看護職員がやり
がいや誇りをもって働き続けられる勤務環境が必要
であり、日本も、ILO看護職員条約などの国際基
準に合わせた改善が必要です。
日本医労連は、この夜勤実態調査結果や看護職員
の労働実態調査結果などを活用して、夜勤やインタ
ーバルの規制等につなげるため運動を強めていきま
す。

もりた

森田 しのぶ
日本医労連中央執行委員長
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３交替勤務が増えた。ホッとした

３交替勤務が増えた原因は何か２０１７年は、毎年の「夜勤実態調査（組織調査）」と
４～５年ごとの「看護職員の労働実態調査（個人調
査）」が行われた。そこで今回は、この２つの調査
結果を関連付けて、看護師の夜勤対策のあり方を述
べてみたい。

正直な気持ちである。毎年、この夜勤実態調査の
結果を見守り続けている読者なら、誰もがそう思っ
たに違いない。筆者も同じ気持ちである。２０１１年に
２３．７％を示して以来、いや、１９９９年に６．５％を示し
て以来、２交替勤務は、どんどん増え続けて、昨年
度にはとうとう３８．４％にも達してしまった。それが
今年度は、３７．２％と昨年度より１．２ポイントも減少
したのだから。でも、にわかには信じられない。そ
こで疑心暗鬼の筆者は、もう一度データを詳しく見
てみた。すると組合性格別の「地場一般病院」では、
昨年度の３交替勤務の比率が４２．３％であったのに対
して、今年度は８６．３％と４４．０ポイントも増えている
ではないか！ もしや、このデータが全体の３交替
勤務の比率を引き上げているのかもしれない。そこ
で全体のデータから、おそるおそる「地場一般病院」
のデータを除いてみた。すると、そのような操作を
しても、２交替勤務と３交替勤務の比率の関係は変

わらなかった。したがって３交替勤務が増えたのは
事実だったのだ。実際、他の全国組合のデータでも、
全厚労（５．８ポイント）、全日赤（０．９ポイント）、大
学（４．２ポイント）の３交替勤務の比率が昨年度よ
り増えていて、全体の３交替勤務の比率の増加に寄
与していたことが明らかになった１）。地場一般病院
を筆頭として、これらの組合には、改めて拍手を送
りたい。また、２交替勤務の比率が多いとされる大
学の２交替勤務が減少したことの意義は非常に大き
いと思う。

さて、３交替勤務の比率が増加した原因は何だろ
う。筆者は、その原因として長時間労働是正に対す
る社会認識の醸成、看護界の動き、組合運動の成果
の３点を挙げたい。
社会認識の醸成としては、２０１４年１１月１日に施

行、２０１５年７月２４日に大綱２）が閣議決定された過
労死等防止対策推進法３）を挙げることができよ
う。たしかに筆者も推進法施行当初は、この法律に
対する国民全体の関心が高いものでなかったと記憶
している。しかし、２０１６年１０月７日に電通事件４）

の労災認定がなされたことで、この法律に関する国
民の関心が一気に高まった。また２０１７年１月２０日に
は、厚生労働省が「労働時間の適正な把握のために
使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」５）を
策定した。これによって「労働時間」が再定義され、
これまで不払い労働にカウントされがちだった時間
も、労働時間に算定されることの強い後ろ盾を得
た。とりわけ方向性は異なる６）が、長時間労働に
対する新たな認識を労使双方に芽生えさせた。さら
には、その中身は不問にするとしても、政府主導の
働き方改革実現会議が２０１７年３月２９日に実行計
画７）をまとめ、長時間労働の是正を謳ったことか
らも、その社会的な気運が確固たるものになったと

夜勤の個人対策を通して
成果の「見える化」をめざそう！

―２０１７年度夜勤実態調査の結果を踏まえて―

ささき つかさ

佐々木 司
（公財）大原記念労働科学研究所
慢性疲労研究センター
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今回、筆者はなにゆえに３交替勤務の比率の
増加を喜ぶのか

言える。
次は、看護界の動きである。まず２０１３年２月２８日
に出された日本看護協会の「看護職員の夜勤・交代
制勤務に関するガイドライン」８）では、長時間夜勤
の是正が勧告された。このガイドライン制定の背景
には、２人の看護師の痛ましい過労死事件への反省
があったことはよく知られることである。そしてガ
イドラインでは、１６時間以上夜勤への警鐘として、
「勤務の拘束時間は１３時間以内とする」と明記され
た。夜勤実態調査の結果を見ると、ガイドラインが
制定された２０１２年以降でも１６時間以上の２交替夜勤
は、おおよそ５５％前後で推移していたが、５年経過
した今年度の結果では、４３．１％と約１０ポイント以上
も減少している。また２０１６年の診療報酬改定では、
「看護職員の月平均夜勤時間数に係る要件等」が見
直され、その要件の中に「正循環」という言葉はな
いものの、「勤務開始時刻が、直近の勤務の開始時
刻の概ね２４時間後以降」９）と記された。この註には
「３交代制又は変則３交代制勤務の病棟を有する保
険医療機関のみの項目である」とあるから、診療報
酬上でも３交替勤務を推奨し、かつ一歩踏み込んで
「正循環」を推奨した。
そして最後が、やはりこれまで看護師の正しい働

き方の指針を絶えず出してきた組合運動の成果であ
ろう。これは是非強調したい点である。なぜなら、
昨年までは、そんなことは言いたくても言えなかっ
たのだから。その活動は、なおも継続しており、日
本医労連は昨年度には「看護・介護労働黒書１０）」を
まとめ、勤務によって生活調整を余儀なくされる看
護師のありのままの姿を世間に「見える化」した。
また、毎年秋の風物詩となっている本調査もその一
環である。
これらによって２交替勤務という長時間夜勤に代

わって、３交替勤務が選択されるという結果につな
がったと思う。

さてさて、どうして今回、筆者はそれほどまでに
３交替勤務の増加を喜ぶのか。昨年まで「看護師の
夜勤対策は、もはや２交替勤務か３交替勤務かと
いった夜勤システムの変更だけでは済まされな
い１１‐１４）と言っていたではないか」と読者諸氏から

はご批判を受けるかもしれない。たしかにデータも
示しているように、勤務間隔時間から見れば、今年
度は３交替勤務の比率が増加したことによって、昨
年度４８．０％であった８時間未満の最も短い勤務間隔
時間が、今年度は４９．０％に１ポイント増加するとい
う芳しくない結果となった。また２交替勤務が減少
したため、昨年度５．４％であった１６時間以上の最も
短い勤務間隔時間が、今年度は３．６％と１．８ポイント
減少してしまった。これらの結果は、日本医労連が
目標としている最も短い勤務間隔時間を１２時間以上
にすることに反する。だから、「３交替勤務が増え
たと言っても、もろ手をあげて喜べないはずだ」と
いうご意見はごもっともである。
しかしである。何といっても３交替勤務には、夜
勤時間が短いというメリットがある。夜勤は、強固
な生体リズムに反して働くリスクの大きい勤務なの
である。そこを今年は、ぜひ強調したい。だから先
進国と呼ばれる諸外国を見ても、ことさらリスクの
高い夜勤に関わる勤務編成の変更には敏感なのだ。
６月にオーストラリアのエアーズロックで開催され
た第２３回交替勤務と労働時間国際シンポジウムで
は、ドイツのブラウナー博士やフィンランドのカル
ーラ博士が、夜勤専従者の問題をいち早く取り上げ
ていた１５）。欧州では従事者がまだ非常に少ないにも
かかわらずである。
またEU諸国では、労働基準法（EU労働時間指
令）１６）によって２４時間につき最低連続１１時間の休息
期間を設けなければいけないことになっている。し
かし看護師の勤務間隔時間は、１１時間より短くなる
ことが多いという。このシフトの組み合わせは、「職
場にすぐ帰る」という意味でクイック・リターンズ
と言われている。だからEU諸国の看護師にも準夜
勤→日勤という勤務間隔時間が１１時間より短いシフ
トの組み合わせが存在し１７）、その健康リスクが大き
な問題になっている。１８、１９）

しかしながらEU諸国では、日勤→深夜勤という
夜勤を含むクイック・リターンズは存在しないの
だ。それは、EU諸国には１６時間夜勤という長時間
夜勤が存在しないこと２０）と同じで、まさしく生体
リズムに反する夜勤そのものをリスクと考えている
からである。その点を踏まえて、筆者は、３交替勤
務の増加をまず喜んでおきたいのである。

特別寄稿
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組織から個人の夜勤対策へ

成果の「見える化」をめざせ

上述したように３交替勤務の増加という夜勤シス
テムを変える点では好成績を残した「夜勤実態調
査」の結果であるが、今年度に同時に行われた「看
護職員の労働実態調査」の結果と合わせて見てみる
とどうだろう。９月２０日の記者会見を受けて配信さ
れた朝日新聞デジタル２１）の見出しは「妊娠時の看
護職員、夜勤免除は５割 人手不足背景」であった。
実は、妊娠時だけではない。他の結果も、前回調査
とほぼ同じ目も当てられない結果であったのだ。休
憩もとれない勤務、恒常的な時間外労働、しかも不
払い、横行するセクハラ・パワハラ、取れない生理
休暇、そして高い健康不安。その結果、７割以上の
看護師が「仕事を辞めたい」と思いながら働いてい
る。こんな組織が他にあるだろうか。いや、ない。
筆者は、前述した「看護・介護労働黒書」の寄稿

において、「もはや看護師や介護士は看護・介護の
質を低下させる体力さえも無いのではないかと感じ
るようになった」２２）と記している。それは、この
労働実態調査の結果が出る前の話のことだ。それが
残念ながら、この調査結果で裏づけられてしまった
ことになる。
この結果は、ある意味で、これまで労働組合の夜

勤対策が、組織対策に重きを置いていたことに関係
があると思う。たしかに筆者も２交替勤務より３交
替勤務、逆循環より正循環と声高に叫んで来た。し
かし考えて見ると、たとえ少数であれ、２交替勤務
の方が、また逆循環の方が「よい」という看護師は
必ずいるものだ。そこで今後は、それらの健康被害
が大きい制度を好む看護師に焦点を当てて、その原
因を細かく分析する必要があるのではないか。
そういえば以前、健康生成論（サリュート・ジェ

ネシス）２３）という新しい医学方法論を学んだことが
ある。健康生成論は、強制収容所の研究から生まれ
たという。こういうことだ。１９７０年代のイスラエル
の調査において、年齢を調整して一般人とアウシュ
ビッツなどの強制収容所からの生還者女性の不健康
率を比較した。その結果、想像通り、一般人に比べ
て強制収容所からの生還者の７０％が不健康状態であ
ることが明らかになった。通常のこの種の研究で
は、「やっぱり強制収容所に収監されると不健康に
なるよね」という結論で終わる。しかしこの調査で

は、全員が健康が悪化しても不思議でないほど過酷
でトラウマティックな経験をしているにもかかわら
ず、なおも３０％の女性が精神的に健康であったこと
に注目したのだ。
ようは、いままでの疾病生成論（パソ・ジェネシ
ス）では、疾病がどのような原因で起こるかという
原因を追究してその原因を潰していき、それによっ
て健康を増進させる。一方、健康生成論では、疾病
が生じる劣悪な環境に置かれても、平気で健康でい
られる人に着目して、その人がどのようなことを
行って健康を保っているかを検討するのである。夜
勤対策もこれに似せて、個人や小集団に焦点を当て
た方法論がとれるのではないか。
労働実態調査の結果では、約７０％以上の看護師が
「仕事を辞めたい」と答えている。しかし過酷な日
本の看護労働環境においても、約３０％が「辞めたい」
とは考えず、７０％以上の看護師も「辞めたい」と思
いながらも辞めていない。この詳細な分析が求めら
れる。

また３交替制度や正循環も、看護師の健康維持に
は欠かせない制度であることは科学的に自明の理
だ。しかしそれを実現できる組織は、歯がゆいくら
いに限られる。ともすると、効果があるとわかって
いるものの、制度が整わないために手をこまねいて
見ているだけになってしまう。それでは改善を遅ら
せることになる。そこで、できる範囲、できる看護
師から実践して、その効果を「見える化」すること

かい

が大切なのではないかと思う。まず「隗より始めよ」
である。たとえば１６時間２交替病棟であれば、組合
員が率先して２回の８時間労働に分割して３交替勤
務にする。逆循環であれば、全８回の夜勤の半分で
も１回でも正循環にする。また効果が現れやすい女
性、朝型タイプ、若年看護師２４）を優先させる。時
間外労働が恒常的にある場合は、ノー残業デーを病
棟に１日設けるなど、よいものをとにかく一部でも
取り入れることである。そうすれば、来年度の夜勤
実態調査の結果は、上述した個人対策と効果の「見
える化」が反映されて今年度以上に躍進するに違い
ない。

４ 医療労働
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概 要

「２交替病棟夜勤時間」は「１６時間未満」が増加し「１６時間以上」が減少した

「２交替」病棟では、依然として４割を超える職場で、心身に与える有害性が非常に強
い「１６時間以上の長時間夜勤」となっている

勤務と勤務の間の時間が極端に短い「８時間未満」の勤務間隔が約５割

看護師確保法・基本指針に抵触する夜勤日数「月９日以上（２交替では月４．５回以
上）」は、「３交替」２３．９％、「２交替」３１．８％。特に ICU（集中治療室）では、
「３交替」３９．４％、「２交替」５４．８％と極端に回数オーバーが多い

３交替が増加、２交替、混合（２交替と３交替）は減少

日本医療労働組合連合会（森田しのぶ委員長・１７万６，８７６人）は、「２０１７年度夜勤実態調査」
を実施しました。この調査は、医療機関で働く看護職員等の夜勤実態を全国的な規模で把握す

るため毎年実施しているものです。２０１７年６月の勤務実績（４０２施設・３，０４５職場・看護職員１０万４，６７２人、看
護要員１１万８，３６８人分）の調査結果がまとまりましたので報告します。
※以下（ ）内数字は２０１６年度結果

・１６時間未満夜勤が５６．９％（４４．９％）と増加し、１６時間以上夜勤は４３．１％（５５．１％）に減少してい
る。この間、一貫して「夜勤改善」に取り組んできた運動の成果のあらわれである。

・８時間以上の長時間勤務となる「２交替」病棟の割合は、昨年より減少し３７．２%（３８．４%）。
・「１６時間以上」の長時間夜勤は、「２交替」病棟の４３．１％（５５．１％）、看護職員数の３９．９％（５３．４％）
で、１割減ったものの依然として２交替のうち、４割を超える病棟が１６時間以上の長時間夜勤にな
っている。長時間夜勤に関する労働時間および回数の規制が行われないことは、労働者にさらなる
過重労働を強いることとなり、その結果、患者の安全と職員の健康への影響が危惧される深刻な事
態である。

・最も短い勤務間隔は、「８時間未満」４９．０％（４８．０％）、「１２時間未満」１５．７％（１６．４％）、「１６
時間未満」３１．８％（３０．２％）。「８時間未満」「１２時間未満」を合わせると６４．７％（６４．４％）だっ
た。疲労が回復しない「８時間未満」の勤務間隔が依然として約５割におよび、「１６時間未満」も
増加している。

・「３交替」の平均夜勤日数は７．６９日（７．６３日）。「８日以内」７６．２％（７７．２％）、「９日以上」２３．９％
（２２．９％）、「１０日以上」８．８％（７．３％）で、引き続き２割以上が９日以上の夜勤に従事してい
る。重篤・重症の急性期患者を看る「ICU」では３９．４％（４０．９％）で、依然として約４割が「９日
以上」の夜勤を行っている。

・「２交替」の平均夜勤回数は４．０１回（４．０４回）。「４回以内」６８．２％（６６．４％）、「４．５回以上」３１．８％
（３３．５％）、「５．５回以上」９．９％（１０．７％）。「ICU」では過半数５４．８％（５６．４％）が「４．５回以
上」となり、長時間勤務が依然多い。

・３交替夜勤のみの施設が４７．０％（４５．１％）と増えているのに対し、２交替のみの施設が１５．４％
（１７．０％）と減り、３交替・２交替の混合施設３７．６％（３７．９％）も同様に減っている。

２０１７年度
夜勤実態調査結果

６ 医療労働



15.4%

37.6% 47.0%

Ⅰ 調査概要

（１）調査の目的

（２）調査時期

（３）調査対象

（４）調査方法と集計方法

（５）集約の結果

Ⅱ 入院部門の調査結果

（１）施設数、病棟数、病床数、看護職員数

（２）夜勤形態別・施設数

（３）夜勤形態別の職場数

（４）夜勤形態別の病床数

（５）夜勤形態別の看護職員数

医療機関における看護職員などの夜勤・長時間労
働の実態を把握し、夜勤改善・労働時間規制など働
き続けられる職場づくりに活用する。

２０１７年６月分の勤務実績を調査。

日本医労連加盟組合（単組、支部、分会）のある
医療機関で、２４時間交替制勤務を行っている施設。

なお、２０１３年から、介護施設の夜勤実態調査は、別
に行うこととし、本調査対象を医療機関のみとし
た。

全国組合・都道府県医労連を通じて、加盟組合に
調査表を送付し、２０１７年６月の勤務実績に基づいて
記載したものを回収集計した。

回収数は、４０２施設（４４２）、３，０４５職場（３，３５６）、
看護職員１０４，６７２人（１１３，６１４人）、看護要員１１８，３６８
人（１２９，０１６人）を集約した。

４０２施設、２，８７３病棟、１１８，８１４病床、看護職員８０，２０１
人、看護要員９１，１８０人の調査結果となった。

「３交替」のみが１８９施設４７．０％（１９９施設４５．１％）、
「２交替」のみが６２施設１５．４％（７５施設１７．０％）、
３交替や２交替の勤務が混在する「混合（２交替＋
３交替）」が１５１施設３７．６％（１６７施設３７．９％）とな
った。

「３交替」１，７２４職場６０．０％（１，８９０職場５９．０％）、
「２交替」９３２職場３２．４％（１，０８７職場３３．９％）、「混
合（２交替＋３交替）」２１７職場７．６％（２２０職場６．９％）
だった。

病床では、「３交替」が７２，１１６床６０．７％（７８，５７８床
５９．９％）、「２交替」が３７，８７５床３１．９％（４３，５８８床
３３．２％）、「混合（３交替＋２交替）」が８，８２３床７．４％
（８，６９４床６．６％）となった。

○「３交替」は看護職員４７，５５０人５９．３％（５１，５８２人
５８．２％）、看護要員５４，０４０人５９．３％（５８，８７８人
５８．１％）。「２交替」は看護職員２６，２９６人３２．８％
（３０，２７７人３４．２％）、看護要員２９，９４７人３２．８％
（３４，４０９人３４．０％）。「混合（３交替＋２交替）」

＊（ ）内数字は２０１６年度結果

結果

医療労働 ７



16時間未満 16時間以上２交替制の16時間以上の割合
0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

56.9 43.1

（６）夜勤形態別の職場数経年推移

2交替病棟の経年推移
3交替 2交替

76.3 23.7

0 20 40 60 80 100
93.5

92.3

92.6

91.5

91.7

91.5

91.7

88.7

87.5

83.3

82.4

74.5

6.5

7.7

7.4

8.5

8.3

8.5

8.3

11.3

12.5

16.7

17.6

25.5

1999年

2000年

2001年

2002年

2003年

2004年

2005年

2006年

2007年

2008年

2009年

2010年

2011年

2012年

2013年

2014年

2015年

2016年

2017年

72.0 28.0

70.6 29.4

70.0 30.0

67.9 32.1

61.6 38.4

62.8 37.2

（％）

（７）入院基本料の分類

（８）看護職員の配置

（人）

50床当たり看護職員数の経年推移

看護職員

看護要員

（3交替）

2017（年）2015201220092006200320001997199419911988

40

35

30

25

20

15

（３交替）

は看護職員６，３５５人７．９％（６，５８１人７．４％）、看護
要員７，１９３人７．９％（７，８１６人７．７％）だった。

○２交替職場のうち、病棟数の４３．１％（５５．１％）、
病床数の４３．５％（５５．２％）、看護職員の３９．９％
（５３．３％）、看護要員の４１．２％（５４．１％）が「１６
時間以上」の長時間夜勤を行っている。

２００６年以降「２交替」長時間夜勤が増加している
が、「２交替」病棟の割合は３７．２％（３８．４％）と若
干減少した。

○一般病棟の入院基本料分類では、「７対１」１，３７５
職場・７８．８％（１，５７３職場・７４．４％）、「１０対１」
３１４職場・１８．０％（４２５職場・２０．１％）。「７対１」
職場は、２００９年度の３９．２％から２０１０年度に６０．５％
と大幅に増加した後、２０１２年度の７０．６％をピーク
に、２０１３年度６９．９％、２０１４年度６９．６％と微減にな
った。２０１５年度に再び増加し、今回の調査でも

７８．８％（７４．４％）となった。２０１４年・２０１６年の診
療報酬改定で７対１算定要件が厳しくなり、中小
病院が基準落ちしている状況からみると、昨年度
同様、今回も急性期大規模病院の回答割合が高い
結果による影響と推測できる。
○精神病棟の入院基本料分類では、「７対１」が３
職場・２．２％（５職場・２．６％）、「１０対１」２０職
場・１４．６％（２２職場・１１．５％）、「１３対１」２５職
場・１８．２％、（３２職場・１６．８％）、「１５対１」６３
職場・４６．０％（９２職場・４８．２％）だった。回答施
設数が少ないために、その年の回答施設によって
影響を受ける。

○「３交替」職場の看護職員数は５０床当り平均３３．３
人（３３．３人）、看護要員数は３７．８人（３８．２人）だ
った。看護職員数の経年推移をみると、概ね増加
している。看護要員数は、２０１０年診療報酬におけ
る「急性期看護補助加算」新設、その後も診療報
酬上での評価により増加傾向が続いていたが、今
回０．４ポイント減となった。

○「２交替」職場の看護職員数は５０床当り平均３５．０
人（３５．２人）、看護要員数は３９．８人（４０．３人）。
経年推移をみると、看護職員・看護要員ともに３
交替職場同様に２００９年以降、全体として増加傾向
だったが、看護要員に関しては、３交替同様に減
となった。
○看護要員数は、２０１０年診療報酬における「急性期
看護補助加算」新設以前の２００９年と比較すると、
「２交替」（０９年２９．１％）（１７年３９．８％）、「３交替」
（０９年２９．７％）（１７年３７．８％）ともに増加。介護

８ 医療労働
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者・補助者に占める雇用形態は、２交替、３交替
ともに不安定雇用である臨時・パートが特に高
く、今回の調査では約６割を占めた。近年、医療
の現場はますます高度化が進み、高齢者も増加し
ている。さらなる看護の必要度、専門性を必要と
されることからも、臨時職員に頼るのではなく、
看護師の増員は必須である。

○平均夜勤日数は７．６９日（７．６３日）で、昨年に比べ
て微増となった。

○１カ月「８日以内」の夜勤日数に収まっている看
護職員は、７６．２％（７７．２％）で、昨年より、１％
減少した。看護職員確保法・基本指針に抵触する
「９日以上」の夜勤を行っている看護職員は２３．９％
（２２．９％）で１％増加しており、依然として２割
を超える看護職員が「９日以上」となっている。
「１０日以上」は８．８％（７．３％）。「６日以内」は２０．１％
（１９．７％）。最多夜勤回数は、「７対１」「１０対
１」病棟で２４日に及び、夜勤専門者の人数は「７
対１」で５６人（６８人）「１０対１」で４５人（４５人）
となった。
○入院基本料別にみると、「９日以上」は「ICU」
３９．４％、「７対１」２２．５％、「１０対１」２４．１％、
「１３対１」２１．８％、「１５対１」１４．２％で、昨年同
様「ICU」が突出して多い。
○夜勤体制をみると、「３人以上」は、準夜勤務で
７３．０％、深夜勤務で６８．５％。入院基本料「７対
１」が新設され、看護師の配置数が増加し始めた
２００６年以降は、準夜・深夜共に３人以上体制の割
合が増え、現在はその割合が維持されている。一
方、安全上も問題の大きい１人夜勤は、３交替の
準夜で４９病棟２．６％（１．６％）、深夜で５２病棟２．８％
（１．４％）と、昨年より増加している。

結果

医療労働 ９



0

10

20

30

40

50

60

70

80

2017(年)20152013201120092007200520032001199919971995

36.936.9

43.7

35.035.0

46.346.3 46.746.7 46.946.9
49.349.3

58.058.0

67.067.0 68.268.2 68.168.1 68.568.5

42.8 42.743.9 45.3

51.3

42.7

61.4 68.1

69.269.269.9

67.9

３人以上

３人
２人

（％）

１人

４人

５人以上

深夜勤人数（３交替）

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2017(年)20152013201120092007200520032001199919971995

（％）

３人以上

３人 ２人

１人
４人

41.441.4
44.4

51.4 51.0 51.5 51.7
55.4

50.3
53.655.7

60.4 60.7

67.367.3
70.0

72.8 73.8 71.5
75.1 74.174.174.174.174.1 74.474.474.474.474.4 73.873.873.873.873.8 73.073.073.073.073.0

56.856.8

５人以上

準夜勤人数（３交替）
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○平均夜勤回数は４．０１回（４．０４回）で、微減した。
最多回数は、夜勤専門と思われるが、「７対１」
「１０対１」「その他」で１８回であった。
平均夜勤回数の経年比較ではほとんど改善なく

推移し、２０１０年以降、平均４回を超える結果とな
っている。

○１カ月「４回以内」の夜勤回数に収まっている看
護職員は６８．２％（６６．４％）と１．８％増加したが、
「４．５回以上」３１．８％（３３．５％）、「５．５回以上」は
９．９％（１０．７％）、「３回以内」は、２８．９％（２７．７％）
だった。

○入院基本料別にみると、「４．５回以上」は、「ICU」
が５４．８％、「７対１」が３１．４％、「１０対１」
３０．５％、「１３対１」２８．３％、「１５対１」３０．１％

で、依然として ICUでの夜勤回数の多さが突出
している。
○夜勤体制は、「３人以上」８１．６％（８３．５％）で１．９％
減少したが、２００６年以降、夜勤体制の改善がすす
み、２０１３年からは「３人以上」が７０％を超える結
果となっている。１人夜勤は、昨年よりはわずか
に減少したものの、依然として２６職場・２．５％（２８
職場・２．６％）残っている。２交替という長時間
夜勤の中で、十分な休憩も取れず、患者の安全も
守れない「１人夜勤」があることは深刻な問題で
ある。

１０ 医療労働
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（１１）２交替「１６時間未満」「１６時間以上」
と夜勤回数

（１２）夜勤体制別病床による夜勤配置人数

（１３）勤務時間
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3.6% ８時間未満

49.0%

（１４）夜勤専門看護職員、妊産婦等の割合お
よび病欠者

○今回、「１６時間未満」「１６時間以上」の夜勤形態
と夜勤回数のクロスを新設した。平均夜勤回数は
「１６時間未満」が４．１４回に対して、「１６時間以
上」は３．８６回と「１６時間未満」が多いことがわか
った。２０１６年の診療報酬改定の影響で１６時間の超
長時間夜勤からの短縮にはつながったが、「１６時
間未満」の増加は、８時間以上１６時間未満の２交
替夜勤の増加も推察されることから、「改善」と
言える状況にはない。

○今回、夜勤体制別病床による夜勤配置人数のクロ
スを新設した。３交替３人体制を見ると「準夜」
「 深夜 」３０～３９床 、 準夜（３８．１％ ） 深夜
（３７．９％）、４０～４９床（５２．６％）（５７．５％）、５０～
５９床（５９．６％）（６１．５％）、２交替は、３０～３９床
（５５．３％）、４０～４９床（５９．２％）、５０～５９床
（５２．１％）だった。３人体制が５割を超えている
のは３交替では４０床～５９床、２交替では３０床～５９
床だった。
※（準夜）（深夜）の順で記載

最も短い勤務間隔（勤務から次の勤務の間隔）
は、「８時間未満」４９．０％（４８．０％）、「１２時間未満」

１５．７％（１６．４％）、「１６時間未満」３１．８％（３０．２％）で、
ILO１５７号勧告の基準を満たさない「１２時間未満」
（８時間未満＋１２時間未満）の短い勤務間隔は
６４．７％（６４．４％）である。極端に短い勤務間隔の
「８時間未満」も依然として約５割を占めている。
同時に「１６時間未満」の増加は２交替の増加や３交
替での正循環の取り組みが推察されるが、改善と言
える状況にない。

○夜勤専門看護師は、「３交替」で０．３％（０．３％）、
「変則３交替」で０．１％（０．２％）、「混合」で０．８％
（０．８％）、「２交替１６時間未満」で０．５％（０．５％）、
「２交替１６時間以上」で０．９％（１．３％）であった。
３交替と２交替が混在する「混合」と「２交替１６
時間以上」で夜勤専門の比率が高かった。今回、
新たに夜勤形態別病棟数での夜勤専門看護師の割
合を見てみた。「３交替」で４．８％、「変則３交
替」２．２％、「混合」１５．２％、「２交替１６時間未満」
で１０．２％、「２交替１６時間以上」で１３．２％、全体
で７．７％の結果となった。「３交替」に比べ、
「２交替」（１６時間未満）「２交替」（１６時間以
上）「混合」で高い結果となっている。夜勤専門
看護師に頼らないと、夜勤体制の管理ができない
状況にあると推察できる。
○妊娠・産休・育休者数は、看護職員で６，２７６人
（総人員の６．０％）、育児短時間取得は看護職員
で２，７８１人（総人員の２．７％）であった。介護休暇
取得者は昨年同様、今回調査でも極端に少なく、
看護職員で３１人（総人員の０．０３％）のみだった。
○病欠者は、看護職員で４６７人（総人員の０．４％）で
あった。

結果

医療労働 １１



Ⅲ 外来・手術室の夜勤実態

（１）外来

（２）手術室

Ⅳ 基礎項目等の結果

（１）夜勤協定の状況

（２）勤務間隔「１２時間以上」の状況

（３）地域包括ケア病床の状況

①有効回答数は１２６職場で、「３交替」（変則３交替
含む）３３職場２６．２％（３４．９％）、「２交替」５０職
場３９．７％（４０．３％）、「混合」９職場７．１％（９．２％）、
「２交替＋当直」５職場４．０％（１．８％）、「当直」
２９職場２３．０％（１３．８％）で、昨年に比べ「当直」
は増加し、「３交替」は減少している。

②夜勤回数は、「３交替」で「８日以内」が８２．０％
（８９．７％）、「２交替」「２交替・当直制」の４
回以内は、それぞれ８７．５％（８５．４％）、７７．３％
（１００％）。平均夜勤回数は、「３交替」６．４４
回、「変則３交替」５．５０回、「２交替（１６時間未
満）」２．９９回、「２交替（１６時間以上）」３．０８
回、「混合」３．９１回、「２交替＋当直」３．２０回、

「当直」５．００回。
③１人夜勤が、「３交替」準夜勤で２９．３％（２６．８％）、
深夜で４２．１％（３５．１％）、「２交替」で４８．３％
（４２．５％）、「当直」では６６．７％（４０．０％）で、外来
では依然として１人体制が多い。

①「３交替」「変則３交替」は、８職場１９．１％（２６．３％）、
「２交替」１４職場３３．３％（３１．６％）、「混合」３職
場７．１％（５．３％）、「当直＋２交替」３職場７．１％
（１５．８％）、「当直」１４職場３３．３％（２１．０％）。昨
年と比較し、「３交替」「変則３交替」「当直＋
２交替」が減少し、「混合」「当直」が増加して
いる。

夜勤協定の有無については、４０２施設中、「無回
答」３７施設（５３施設）を除いた「有」２８１施設７７．０％
（７３．５％）、「無」８４施設２３．０％（２６．５％）、「無回
答」３７施設（５３施設）だった。無回答が多かった昨
年結果より協定「有」が増えているが、大きくは変
わっていない。

勤務間隔「１２時間以上」あると答えたのは、１１９施
設３５．３％（３５．６％）、「無」は２１８施設６４．７％（６４．４％）
だった。「無回答」は６５施設だった。

地域包括ケア病床については、４０２施設中、「有」
１４８施設４１．３％（３４．９％）、「無」２１０施設５８．７％
（６５．１％）で、「無回答」は４４施設だった。地域包括
ケア病棟は増加傾向にある。
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Ⅴ 長時間労働規制・夜勤改善に向けて

■ 依然続く、長時間労働とインターバルの短さ
「２０１７年度夜勤実態調査」結果は、２交替病棟の
割合が、昨年より若干減少し３７．２%となりました
が、勤務間インターバル「８時間未満」は４９％と約
５割を占め、日本医労連がめざす労働環境の改善と
は、ほど遠いものとなりました。「１６時間以上」の
長時間夜勤は、「２交替」病棟の４３．１％（５５．１％）、
看護職員数の３９．９％（５３．４％）で、昨年と比較し１
割を超える１３．５％の減となったものの、依然として
４割を超える病棟が１６時間以上の長時間夜勤となっ
ています。また、平均夜勤回数は月４．０１回（４．０４
回）に微減しましたが、長時間夜勤に関する労働時
間および回数の規制が行われていないことから、過
重労働を強いられていることには変わりありませ
ん。
２０１６年の診療報酬改定で、「看護職員の月平均夜
勤時間数に係る要件等」が見直され、「７対１及び
１０対１入院基本料」では、夜勤時間数を含まない者
を「１６時間以下」から「１６時間未満」と緩和されま
した（短時間職員については、これまで通り、月あ
たりの夜勤時間数１２時間以上の者を含む）。それま
で、夜勤時間１６時間の人は対象外でしたが、要件緩
和によって育時短時間等の夜勤免除者に対して、最
低月２回（２交替の場合月１回）の夜勤要請が行わ
れるのではないかということが推測されました。
２０１７年の看護労働実態調査の自由記載では、「時短
勤務のために夜勤回数を減らしてもらったが、相談
なく、いつの間にか規定回数より増えていた」「６０
代再雇用者が３交替夜勤を月に６回行っている」
「１２時間夜勤に短縮され大変楽になったが、１２時間
日勤がとても辛く働き続けることに強い不安があ
る」等の記載があり、「慢性的な人員不足」では、
夜勤免除ができない厳しい状況や、「夜勤時間短
縮」を行っても、その分、他の勤務帯への悪影響を
生んでいることがわかりました。このことからも、
「増員なし」では、本当の意味での夜勤改善にはな
りません。
夜勤を含む看護職員の労働環境は、本来であれば

労働基準法において守られるべきです。勤務間イン
ターバルにおいても、極端に短い「８時間未満」は

４９%（４８%）もあり、勤務が終わって次の勤務につ
くまでの間隔（残業した場合は残業終了時からの間
隔）が短すぎるため、疲労回復のできない「日勤・
深夜入り勤務」や「準夜・日勤の勤務」より、「２
交替勤務」を希望し選択するという実態が見えてき
ます。いのちを守るはずの看護労働者が、自らの健
康を犠牲にせざるをえない状況にあり、個人の努力
と責任感だけで、患者・利用者の安全確保をするこ
とには限界があります。看護師は看護師である前に
労働者です。声をあげこれまでの働き方を大きく変
えていくことが必要です。
２０１６年の診療報酬改定では、「夜間看護体制の充
実に関する評価」項目の中に、①「勤務終了時刻と
勤務開始時刻の間が１１時間以上」②「勤務開始時刻
が、直近の勤務の開始時刻の概ね２４時間後以降」③
「夜勤の連続回数２回以下」④「看護補助者の夜間
配置」⑤「夜間院内保育所の設置」など８項目のう
ち３～４項目の実施で加算される仕組みが盛り込ま
れました。このことは、評価される一方で、勤務間
隔「１１時間以上」をクリアするために、１日の労働
時間は８時間というスタンスから長時間労働に流れ
る可能性もあり、実効ある軽減策が必要です。

■ 医療の現場はさらに高度化・複雑化・IT 化し
ている
１９６５年人事院は、看護師の夜勤制限の必要性を認
め、「１人夜勤の禁止」「夜勤は月平均８日以内」
などの「判定」を出しました。その後、１９９２年の
「看護師等の人材確保の促進に関する法律」（以
下、看護師確保法）では「夜勤負担の軽減は看護師
の定着につながる」としています。２００７年には、看
護職員の配置基準を夜間は患者１０人に１人以上、日
勤は４人に１人以上とする請願が、通常国会参議院
で、全会一致で採択されました。しかし、これらの
ことは順守されていません。
人事院の判定から５２年が経過した現在、医療現場
は、患者の高齢化に加え、さらに高度化・複雑化・
ＩＴ化がすすみ、看護師の労働環境は一層過密で、
過酷な状況に追い込まれています。あまりにも業務
が複雑で看護の基本である患者個人の尊重や、個別

結果

医療労働 １３



性を大事にするということに時間がさけない状況に
なっています。十分な休息が取れない長時間夜勤は
過重労働となり、過労やストレス、健康障害の発
生、母性保護が守られず、その結果、看護師は疲弊
します。この働き方は「やりがい搾取」につながり
退職をするという負のスパイラルを生み出します。
「看護師確保法」をはじめとして、法の改正と大幅
増員、看護労働の環境改善が早急に必要です。

■ 夜勤の有害性は国際的常識
今回新設した「夜勤形態別病棟数での夜勤専門看

護師の割合」では、「３交替（変則３交替含む）」７％
に対して、「混合（３交替・２交替）」１５．２％、「２
交替（拘束１６時間未満・以上）」２３．４％という結果
でした。今回は、入院基本料との比較を行っていな
いので、配置人員別の評価はできていません。現場
では、「増員なし」の中、「夜勤専門看護師」で対
応をしていますが、２０１７年の看護労働実態調査の自
由記載には、「夜勤専従は、賃金は良いが、日勤経
験がなく不公平だと思う。本当に夜勤専従は必要な
のか？」「夜勤前後は眠れないのでいつも眠く、カ
フェイン１００㎎入りドリンクを常用している」「夜
勤、夜勤明けの時間外が辛い。いつ事故が起きても
不思議ではない。増員を！」「寿命を縮めている。
夜勤手当は寿命を売っているようなものだと思う」
などの記載があり、心身に負荷をかけている状況の
中、勤務に従事している実態があります。
夜勤は患者、利用者の安全と働く者の健康に影響

します。安全リスクの面では、夜勤・長時間労働は
心身に大きな負担をあたえ、注意力が低下し、事故
発生率を高めます。作業能率が酒気帯び状態より低
下することが、海外の研究で実証されています。健
康面でも、短期的には慢性疲労や感情障害、中期的
には循環器疾患や糖尿病、長期的には発がん性（乳
がん、前立腺がん）が指摘され、労働者への有害性
は明らかです。また国際癌研究機関で夜勤は、発が
ん性リスク５段階基準の２番目のハイリスクに指定
されており、日本の労働安全衛生法でも深夜業は有
害業務に指定されています。
しかし、有害業務であっても医療・介護の現場で

は２４時間３６５日「いのちと健康を守るため」に、夜
勤・交替制勤務は避けられません。労働者の負荷を
軽減するためには、労働時間短縮や勤務間隔の改善
が求められます。欧州などの先進諸国においては、

ILO（国際労働機関）条約や、ＥＵ労働時間指令に
より規制が行われ、夜勤交替制労働者の健康と生活
を保護しています。ILO「看護職員の雇用と労働お
よび生活条件に関する勧告」（１５７号）では、「１
日の労働時間は８時間以内」「時間外を含めても１２
時間以内」「勤務と勤務の間に少なくとも連続１２時
間以上の休息期間を与えなければならない」と定め
ています。夜勤の有害性を軽減し、働き続けられる
職場環境を作るには、日本でも国際基準に照らした
改善が求められます。

■ 制度や通知を活用して職場改善を
２０１１年、厚生労働省は「５局長通知」の中で、「看
護師等は厳しい勤務環境に置かれており、特に、そ
の多くが夜勤を含む交替制を伴う病院勤務の看護師
等であり、雇用の質の向上が喫緊の課題だ」としま
した。また、２０１３年の「６局長通知」では、「国民
が将来に渡り質の高い医療サービスを受けるために
は、医療分野の雇用の質の向上を通じ、医療スタッ
フが健康で安心して働くことができる環境整備を促
進することで、医療に携わる人材の定着・育成を図
ることが不可欠だ」としています。
２０１５年、２０１６年と厚生労働省は「病院の勤務環境
に関するアンケート調査」を実施。また２０１６年の診
療報酬改定では、夜間看護体制の充実に関する評価
が出されました。日本看護協会は、「看護職の夜勤
・交代制勤務に関するガイドライン」で勤務編成に
あたって、「勤務間隔を最低１１時間」「最大拘束時
間は１３時間」等の１１項目を発表し、勤務環境の改善
を求めています。さらに、２０１４年の医療法改正で
「医療従事者の勤務環境改善」が位置づけられ、都
道府県に「医療環境改善支援センター」が設置され
ました。これらの制度や通知等を積極的に活用し
て、実効ある改善につなげることが大切です。
２０１７年１月２０日、厚生労働省は「労働時間の適正
な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイ
ドライン」を発出しました。このガイドラインで
は、使用者に「適正な労働時間管理を行う責務があ
る」ことを明記し、労働を余儀なくさせるような黙
示の指示による場合も「労働時間」としています。
また、①業務に必要な準備行為②指示があった場
合、即時に業務につくことが求められる待機時間、
③実質的に参加が義務付けられている研修・教育訓
練の受講なども労働時間としています。厚生労働省
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の新ガイドラインや、日本医労連作成のチラシ等も
積極的に活用して、職場改善につなげることが大切
です。
今回の夜勤実態調査では、「無回答」９．２％
（１２％）を 除 い て 夜 勤 協 定 が「ある」６９．９％
（６４．５％）、「ない」２０．９％（２３．４％）でした。使
用者には労働者を守る責任があり、組合には、これ
らのことができているかチェックし見届ける役割が
あります。夜勤協定が「ある」「なし」では大きく
変わってきます。組合として、夜勤協定の必要性を
学習し、夜勤協定の締結を目指して職場討議・協定
案の作成、交渉を進めることが重要です。協定締結
後も、協定を守らせ、さらなる改善をめざす事が必
要です。

■ 過酷な長時間労働を改善するには真の働き方改
革が必須
日本看護協会の「２０１６年病院看護実態調査結果」

（３，５４９施設）によれば、「１６時間以上の２交代」
が６２．０％と最も多く、「３交代」３５．７％「１６時間未
満の２交代」が２１．６％でした。月７２時間以上の夜勤
者は３４．８％にのぼり、１２年の調査３２．０％から２．８ポ
イント増加しています。
２０１６年に厚生労働省が実施した「病院の勤務に関
するアンケート調査」によると、夜勤では変則含む
「２交代制」が６１．１％、「３交代制」が３５．９％で、
インターバルは「４時間超～８時間以下」が４５．３％
と最も多くなっています。国が実施した調査でも看
護師の長時間労働・夜勤負担増大は明らかです。
２０１７年４月６日、厚生労働省は「新たな医療の在
り方を踏まえた医師・看護師等の働き方ビジョン検
討会」報告書を出しました。その中で、「医療・介
護従事者の過重労働が恒常化している状況を改革し
なければならない」としながらも、「人材養成を増
やすことで労働力を確保するという発想に頼るべき
でない」とし、「地域医療構想に基づく医療機能の
集約化」等、「高生産性・高付加価値構造への転
換」を提案しています。報告は、「医師の勤務実態
及び働き方の意向等に関する調査」で、常勤医師の
長時間労働を指摘しながら、その対策としては、新
たな資格を含むタスク・シフテイング（業務移管）
／タスク・シェアリング（業務の共同化）など、医
行為の業務委譲、看護師・薬剤師・介護職等の業務
拡大によって、「医師を増やさなくてよい環境づく

り」をすすめるとしています。しかし、「看護師の
特定行為」の拡大は、患者の安全にかかわる問題で
あり、恒常的な人手不足にある看護師に更に過重負
担を強いて、離職に拍車をかけることになります。
このことからも、夜勤規制、インターバル確保な
ど、人間らしい働き方を進めるには、増員が必要で
す。

■ 日本医労連の基本要求
日本医労連は以下の基本要求をしています。①夜
勤は３人以上・月６日（当面８日＝６４時間）以内、
②１回の勤務は８時間以内、③夜勤後の時間外労働
の禁止、④勤務間隔１６時間（最低１２時間）以上、⑤
外来等の当直制の交替制勤務化、⑥夜勤・交替制に
従事する看護職員の労働時間は週３２時間以内（常日
勤労働者より短縮）、⑦妊産婦の夜勤・時間外労働
の禁止、就学前の子を持つ看護職員の夜勤・時間外
労働の軽減・禁止措置の拡充など、母性保護と子育
て支援の拡充、⑧加齢による夜勤の減免制度（４５歳
以上軽減、５０歳以上禁止）、⑨看護職員など夜勤・
交替制労働者の年金支給開始年齢の５５歳への引き下
げ、⑩ILO看護職員条約の批准・勧告の実施、関
係国内諸法制の改正、これらの基本要求の実現こそ
が、真の働き方改革となります。
２０１８年は、診療報酬・介護報酬のダブル改定が行
われます。日本医労連は、今回の夜勤実態調査結果
の活用とあわせて、「看護・介護労働黒書」「看護
職員の労働実態調査」等を積極的に活用し、２０１７年
秋「いのちまもる全国一斉キャラバン行動」で、都
道府県や労働局への要請、関係団体との懇談を行い
ます。
また、労働時間の上限規制や勤務間インターバル
確保、夜勤労働者の労働時間短縮、１人夜勤廃止を
求める「安全・安心の医療・介護の実現と夜勤交替
制労働の改善を求める国会請願署名」に全力をあげ
ます。働き続けられる勤務環境整備を進め、離職防
止と、潜在看護職員が復職できるようにします。看
護労働の改善は、看護の質の向上につながり、ひい
ては患者・利用者に安全・安心の医療・介護を提供
する事になります。引き続き、夜勤改善・大幅増員
をめざして全力をあげます。

結果

医療労働 １５



２０１７年度
夜勤実態調査実施資料

全 体 全国組合を除く

都道府県 施設数 職場数 看護職員
総数（人）

看護要員
総数（人） 施設数 職場数 看護職員

総数（人）
看護要員
総数（人）

北海道 ３３ ２１３ ７，２２１ ８，２６１ １１ ５３ １，６０４ １，８７７
青森県 ７ ４２ １，２３８ １，５２４ ５ ３０ ８９５ １，１０３
秋田県 １３ ５９ １，７１６ １，９３０ ６ ３２ ９６３ １，１７７
岩手県 １９ １３１ ５，００３ ５，７２７ １７ １１９ ４，５３４ ５，２０１
山形県 １８ １１６ ３，８９０ ４，７７６ １６ １０６ ３，５８７ ４，４４０
宮城県 ８ ４８ １，５４４ １，７７３ ３ ８ １６２ ２０１
福島県 ９ ４０ ９９０ １，１２８ １ ４ ８３ １０６
千葉県 ５ ４１ １，３０３ １，４２８
埼玉県 ５ ５３ １，９３６ ２，１４６ ２ １１ １９４ ２９１
群馬県 ５ ３１ １，０１１ １，１２６ ４ １８ ５３１ ６１４
栃木県 １ ５ １２４ ２０２ １ ５ １２４ ２０２
茨城県 １０ ８８ ２，７１１ ２，９３７ １ ３ ５２ ７４
山梨県 ３ １３ ３４１ ３９０ １ ３ １６ ２３
長野県 １１ ７４ ２，７６４ ３，２９０ ３ １６ ６２４ ７２２
新潟県 １７ ８５ ２，８６９ ３，４５２ ５ ２９ １，１７６ １，３７３
東京都 １７ １８１ ６，４２０ ７，０９１ １２ １３０ ４，６９４ ５，１７５
神奈川県 １２ １５０ ５，１０４ ５，８１８ ９ １１３ ３，８２６ ４，４０１
愛知県 １７ １６６ ６，７０１ ７，３２４ ６ ５２ ２，２９５ ２，５２１
静岡県 １０ ６４ １，８４８ ２，１２８
岐阜県 ２ １２ ２２９ ２８１
三重県 １１ ６６ ２，１８２ ２，４５２
富山県 ５ ３５ １，１８６ １，３０８ １ ３ ６２ ９０
石川県 ６ ４２ １，２６７ １，４６１ ３ １６ ４５２ ５４０
大阪府 ５ ７３ ２，７２９ ２，８７９
京都府 ７ ６７ ２，２１６ ２，４７１ ３ １８ ５３５ ６６３
兵庫県 ３ ３３ １，１２７ １，２５０
奈良県 ２ １２ ３５５ ３９６
和歌山県 ７ ４４ １，３１７ １，４６３ ４ ２４ ５５５ ６１３
福井県 ３ １２ ３１８ ４０３
滋賀県 ３ ２６ ８４２ ９５１
岡山県 １３ １０４ ３，６５１ ４，０６４ ９ ６３ ２，１９２ ２，４９０
広島県 １３ １２６ ５，２６７ ５，９５５ ７ ６０ ２，４０１ ２，８６９
山口県 １０ ９０ ３，４２９ ３，８０６ ２ ２７ ８８７ １，０１２
鳥取県 ３ ２６ ８７０ ９６７
島根県 ８ ５８ １，８６４ ２，２２３ ５ ２８ ６５３ ８６５
香川県 ５ ４５ １，５９５ １，６８８ １ ３ １４２ １６１
愛媛県 ８ ４９ １，２６２ １，３８５ ４ ２１ ５８８ ６８３
徳島県 ７ ３９ １，３６８ １，５３８ ２ １３ ４３９ ４９８
高知県 ２ １３ ４１１ ４３２
福岡県 １８ １８７ ７，０２８ ７，６５９ １１ １１６ ４，１６６ ４，５４１
佐賀県 ５ ４８ １，６１１ １，７７８
長崎県 ７ ５８ １，９４３ ２，１９４ ２ ５ １３８ １７９
熊本県 ４ ４０ １，５３４ １，６６２
大分県 ６ ３７ １，１９２ １，３１９ １ ４ １１０ １３２
宮崎県 ３ １５ ３８１ ４７１
鹿児島県 ８ ４２ １，４３０ １，６９８ ３ １２ ４４８ ５３０
沖縄県 ８ ４６ １，３３３ １，７６３ ３ １３ ４２９ ５８７
合 計 ４０２ ３，０４５ １０４，６７２ １１８，３６８ １６４ １，１５８ ３９，５５７ ４５，９５４

都道府県別調査施設数と人数

１６ 医療労働



※看護職員とは、看護師・准看護師・保健師・助産師の総称として使用
※看護要員は、看護職員に補助者等を含めた総称として使用

性格別 施設数 職場数 看護職員総数（人） 看護要員総数（人）

全医労 １０５ ８９５ ２９，１１６ ３２，４４３
全厚労 ７５ ４３６ １４，６３３ １６，７２８
全日赤 １９ ２１８ ８，７６１ ９，５６９
全ＪＣＨＯ病院労組 ９ ５２ １，８５２ ２，０８８
全労災 ２５ ２４２ ９，０１９ ９，６８７
国共病組 ３ ３０ １，１９６ １，３１４
公共労 ２ １４ ５３７ ５８６
公的病院 ９ ６４ ２，６８９ ３，１１２
自治体 ４１ ３５１ １３，０５８ １４，６９３
大学 １２ ２７０ １０，７８０ １１，５４８
民医連・医療生協 ７９ ３６３ １０，４９５ １３，１７８
地場一般病院 １１ ４９ １，３９９ １，７８５
地場精神病院 １２ ６１ １，１３６ １，６３８

合 計 ４０２ ３，０４５ １０４，６７２ １１８，３６８

Ⅰ 実施施設

Ⅱ‐１ 夜勤日数別の人数と割合（３交替病棟）

（人） （％）

年 度 ６日以内 ７日 ８日 ９日 １０日以上 ６日以内 ７日 ８日 ９日 １０日以上 ８日以内
１９９５ ７，７２１ １０，３２９ ２１，９９５ １２，６４７ ５，７９２ １３．２ １７．７ ３７．６ ２１．６ ９．９ ６８．５
１９９６ ５，１３２ ８，１７１ １７，８９４ ８，６６２ ３，６６１ １１．８ １８．８ ４１．１ １９．９ ８．４ ７１．７
１９９７ ７，５５７ １０，３７３ ２０，０９５ ９，４４１ ３，９２０ １４．７ ２０．２ ３９．１ １８．４ ７．６ ７４．０
１９９８ ７，４５６ ９，８８０ １８，４６２ ７，５１２ ２，９０８ １６．１ ２１．４ ３９．９ １６．３ ６．３ ７７．５
１９９９ ９，７５７ １５，１９４ ２６，４５５ １０，４０８ ３，６６７ １４．９ ２３．２ ４０．４ １５．９ ５．６ ７８．５
２０００ ９，３３９ １５，１２８ ２７，９３０ １０，２９３ ２，９５２ １４．２ ２３．０ ４２．５ １５．７ ４．５ ７９．８
２００１ ６，５７６ １０，９６５ ２１，０５７ ８，２６２ ２，６８８ １３．３ ２２．１ ４２．５ １６．７ ５．４ ７７．９
２００２ ６，５９９ １０，３２１ １９，５６７ ８，１００ ３，１０５ １３．８ ２１．６ ４１．０ １７．０ ６．５ ７６．５
２００３ ５，６３７ １０，４７８ １６，５２２ ５，２３７ １，３７０ １４．４ ２６．７ ４２．１ １３．３ ３．５ ８３．２
２００４ ５，１２１ ８，３３９ １６，００５ ６，５０６ ２，０６１ １３．５ ２１．９ ４２．１ １７．１ ５．４ ７７．５
２００５ ４，９６８ ８，９６５ １６，８９３ ６，２７６ １，８１７ １２．８ ２３．０ ４３．４ １６．１ ４．７ ７９．２
２００６ ５，８９１ ９，２０４ １４，７３５ ５，７７０ ２，４８５ １５．５ ２４．２ ３８．７ １５．２ ６．５ ７８．３
２００７ ６，９１５ ９，５８４ １５，３２１ ５，９２９ ２，５１７ １７．２ ２３．８ ３８．０ １４．７ ６．３ ７９．０
２００８ ７，９３４ １０，８７９ １８，３３２ ７，７０５ ３，１１０ １６．５ ２２．７ ３８．２ １６．１ ６．５ ７７．４
２００９ ８，３１７ １０，７３８ １７，４６２ ７，６８３ ３，０９３ １７．６ ２２．７ ３６．９ １６．２ ６．５ ７７．２
２０１０ ９，９２５ １０，５２９ １９，２７５ ９，０８４ ５，４７０ １８．３ １９．４ ３５．５ １６．７ １０．１ ７３．２
２０１１ １０，２５０ １０，１０７ １８，３００ ８，９２７ ４，８００ １９．６ １９．３ ３４．９ １７．０ ９．２ ７３．８
２０１２ ９，３４５ １０，０１７ １８，７６８ ７，８１６ ４，６４０ １８．５ １９．８ ３７．１ １５．５ ９．２ ７５．４
２０１３ １１，０６１ １０，８７７ １９，７７８ ８，９５５ ５，１６４ １９．８ １９．５ ３５．４ １６．０ ９．２ ７４．７
２０１４ １０，８８７ １１，１４３ １９，５４１ ８，２２９ ４，８１８ １９．９ ２０．４ ３５．８ １５．１ ８．８ ７６．１
２０１５ １０，２０２ １０，４９４ １８，３２８ ８，６２８ ４，４５７ １９．６ ２０．１ ３５．２ １６．６ ８．６ ７４．９
２０１６ ９，６８２ ９，７２１ １８，４４５ ７，６３４ ３，５６６ １９．７ １９．８ ３７．６ １５．６ ７．３ ７７．２
２０１７ ９，０４０ ８，４７７ １６，７２７ ６，７６７ ３，９４６ ２０．１ １８．９ ３７．２ １５．１ ８．８ ７６．２

職場数

病 棟 ２，８７３
外 来 １２６
手術室 ４２
透 析 ４
合 計 ３，０４５

職場数

①ＩＣＵ、ＣＣＵ、ＮＩＣＵ、救命センター ３５２
②一般病棟 １，９５４
③地域包括ケア １３０
④精神 １６９
⑤療養・回復期 ２２５
未記入 ４３

合 計 ２，８７３

病院性格別調査施設数と人数

調査職場数 区分別職場数（病棟のみ）

実施資料Ⅰ Ⅱ
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Ⅱ‐２ 夜勤日数別の人数と割合（３交替病棟） 入院基本料別

（人）

病棟数 ４日迄 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 １０日 １１日 １２日 １３日以上 合計 最多夜
勤日数

夜勤
専門

ＩＣＵ等 ２５１ ５０１ １２４ ２３７ ６６７ ２，１１９ １，１４７ ６６２ ３２９ １４４ ９４ ６，０２４ １８日 ３１人
７対１ ９１０ ２，２８５ ６４０ １，４４７ ４，３１９ ８，７７１ ３，４６９ １，２０７ ２４７ ７６ ７６ ２２，５３７ ２４日 ５６人
１０対１ ３２６ ６５１ ２１４ ４５８ １，３４４ ２，４０３ １，０６４ ３６２ １０５ ３４ ４４ ６，６７９ ２４日 ４５人
１３対１ ７７ １６６ ５３ １２２ ２６０ ５０２ １８９ ７２ ２０ ４ ２３ １，４１１ ２１日 １２人
１５対１ ７７ ９７ ６８ １３０ ３１６ ６２８ １６２ ２４ ７ ７ ５ １，４４４ １７日 ８人
その他 ９４ １６３ ８１ ２２４ ４７６ ６４０ １７３ ６７ ２０ １ ２ １，８４７ １３日 ８人
合計 １，７３５ ３，８６３ １，１８０ ２，６１８ ７，３８２１５，０６３ ６，２０４ ２，３９４ ７２８ ２６６ ２４４ ３９，９４２

（％）

４日迄 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 １０日 １１日 １２日 １３日以上 ９日以上

ＩＣＵ等 ８．３ ２．１ ３．９ １１．１ ３５．２ １９．０ １１．０ ５．５ ２．４ １．６ ３９．４
７対１ １０．１ ２．８ ６．４ １９．２ ３８．９ １５．４ ５．４ １．１ ０．３ ０．３ ２２．５
１０対１ ９．７ ３．２ ６．９ ２０．１ ３６．０ １５．９ ５．４ １．６ ０．５ ０．７ ２４．１
１３対１ １１．８ ３．８ ８．６ １８．４ ３５．６ １３．４ ５．１ １．４ ０．３ １．６ ２１．８
１５対１ ６．７ ４．７ ９．０ ２１．９ ４３．５ １１．２ １．７ ０．５ ０．５ ０．３ １４．２
その他 ８．８ ４．４ １２．１ ２５．８ ３４．７ ９．４ ３．６ １．１ ０．１ ０．１ １４．２
合計 ９．７ ３．０ ６．６ １８．５ ３７．７ １５．５ ６．０ １．８ ０．７ ０．６ ２４．６

（％）

病棟数 ６日以内 ７日 ８日 ９日 １０日以上 ８日以内
全医労 ５５６ ２３．８ ３０．７ ３７．６ ７．０ １．０ ９２．１
全厚労 ２６０ １５．５ １５．８ ４０．５ １９．１ ９．１ ７１．８
全日赤 １１５ ２５．８ １１．０ ３２．８ ２０．０ １０．３ ６９．７
全ＪＣＨＯ病院労組 ２６ １９．４ ６．０ １２．６ １６．９ ４５．１ ３８．０
全労災 ２２３ １４．４ １０．３ ５２．５ １７．０ ５．８ ７７．２
国共病組 ９ １９．０ １７．１ ３１．８ ２１．３ １０．９ ６７．８
公共労 ５ １３．３ ８．０ ３１．０ ４６．０ １．８ ５２．２
公的病院 ５６ １７．７ ２２．４ ３５．７ １６．０ ８．１ ７５．９
自治体 ２７４ １８．４ １５．２ ３４．０ １９．９ １２．５ ６７．７
大学 １０９ １３．６ １５．６ ２６．４ １６．５ ２７．９ ５５．６
民医連・医療生協 ２１９ ２２．３ １１．４ ３１．３ ２０．１ １４．９ ６５．０
地場一般病院 ４４ ２８．１ １７．５ ３２．３ １２．５ ９．６ ７７．９
地場精神病院 ４５ ３６．０ ２１．４ ３１．７ ９．６ １．３ ８９．１

合 計 １，９４１ ２０．１ １８．９ ３７．２ １５．１ ８．８ ７６．２

Ⅱ‐３ 夜勤日数別の人数と割合（３交替病棟）組合性格別

１８ 医療労働



Ⅱ‐４ 平均夜勤日数（３交替病棟）

年 度 平均日数（日）
１９８５ ８．７
１９８６ ８．８
１９８８ ８．７
１９８９ ８．６３
１９９０ ８．６１
１９９１ ８．５２
１９９２ ８．４２
１９９３ ８．１４
１９９４ ７．９９
１９９５ ７．８９
１９９６ ７．８６
１９９７ ７．７３
１９９８ ７．６３
１９９９ ７．６３
２０００ ７．６１
２００１ ７．６８
２００２ ７．７１
２００３ ７．５３
２００４ ７．６８
２００５ ７．６６
２００６ ７．６２
２００７ ７．５３
２００８ ７．５７
２００９ ７．５４
２０１０ ７．６２
２０１１ ７．６３
２０１２ ７．５９
２０１３ ７．６３
２０１４ ７．６８
２０１５ ７．６０
２０１６ ７．６３
２０１７ ７．６９

組合 病棟数 夜勤人数（人） 平均日数（日）
全医労 ５５６ １３，１４４ ７．０６
全厚労 ２６０ ５，７０７ ７．７７
全日赤 １１５ ２，４３１ ７．５２
全ＪＣＨＯ病院労組 ２６ ３９７ ８．６８
全労災 ２２３ ５，７８７ ７．７１
国共病組 ９ ２１１ ７．６６
公共労 ５ １１３ ８．０４
公的病院 ５６ １，２６２ ７．６０
自治体 ２７４ ６，６７５ ７．７３
大学 １０９ ２，７９３ ８．２７
民医連・医療生協 ２１９ ４，７２８ ７．７９
地場一般病院 ４４ ８７３ ７．３０
地場精神病院 ４５ ８３６ ６．８９
合 計 １，９４１ ４４，９５７ ７．６９

（％）

年 度 １人 ２人 ３人 ４人 ５人以上 ３人以上
１９９５ １．４ ５７．２ ３５．５ ４．８ １．１ ４１．４
１９９６ ０．５ ５５．１ ３７．２ ５．９ １．４ ４４．４
１９９７ １．２ ４７．４ ４３．５ ６．３ １．６ ５１．４
１９９８ １．２ ４２．０ ４８．９ ６．１ １．８ ５６．８
１９９９ １．１ ４７．９ ４３．０ ６．３ １．７ ５１．０
２０００ ０．３ ４８．１ ４３．５ ６．３ １．８ ５１．５
２００１ ０．９ ４７．４ ４３．８ ６．４ １．４ ５１．７
２００２ ０．２ ４４．４ ４６．０ ６．６ ２．８ ５５．４
２００３ ０．４ ４９．３ ４２．１ ５．８ ２．４ ５０．３
２００４ ０．７ ４３．６ ４６．７ ５．８ ３．３ ５５．７
２００５ ０．６ ４５．８ ４４．９ ５．８ ３．０ ５３．６
２００６ ０．２ ３９．４ ５１．４ ６．３ ２．８ ６０．４
２００７ ０．４ ３８．９ ４８．７ ８．７ ３．４ ６０．７
２００８ １．２ ３１．５ ５１．４ １１．９ ４．１ ６７．３
２００９ ０．７ ２９．３ ５３．９ １２．７ ３．４ ７０．０
２０１０ ０．８ ２６．４ ５３．６ １４．８ ４．４ ７２．８
２０１１ １．４ ２４．８ ５３．４ １４．５ ５．９ ７３．８
２０１２ １．９ ２６．６ ４９．０ １５．９ ６．６ ７１．５
２０１３ １．４ ２３．５ ５０．７ １８．７ ５．７ ７５．１
２０１４ ２．４ ２３．６ ５１．１ １７．５ ５．５ ７４．１
２０１５ ２．２ ２３．４ ５１．２ １７．４ ５．８ ７４．４
２０１６ １．６ ２４．６ ４９．４ １９．３ ５．１ ７３．８
２０１７ ２．６ ２４．４ ４８．２ １９．９ ４．９ ７３．０

準夜人数 病棟数 割合（％）
１人 ４９ ２．６
２人 ４５５ ２４．４
３人 ８９９ ４８．２
４人 ３７１ １９．９
５人 ５４ ２．９
６人 ２６ １．４
７人 ８ ０．４
８人 １ ０．１
９人

１０人以上 ３ ０．２
合計 １，８６６ １００．０

Ⅱ‐５ 準夜勤の体制（３交替病棟）

組合性格別

準夜勤人数

実施資料Ⅱ

医療労働 １９



Ⅱ‐６ 深夜勤の体制（３交替病棟）

Ⅱ‐７ 病棟５０床当たり看護職員数・看護要員数（３交替病棟）

（％）

年 度 １人 ２人 ３人 ４人 ５人以上 ３人以上
１９９５ １．５ ６３．５ ３１．０ ３．３ ０．８ ３５．０
１９９６ ０．６ ６２．５ ３１．５ ４．２ １．２ ３６．９
１９９７ １．４ ５４．８ ３７．９ ４．８ １．１ ４３．７
１９９８ １．３ ５２．３ ４０．５ ４．６ １．３ ４６．３
１９９９ １．２ ５６．０ ３６．８ ４．７ １．２ ４２．８
２０００ ０．３ ５５．７ ３８．５ ４．０ １．４ ４３．９
２００１ ０．９ ５６．４ ３７．５ ４．０ １．２ ４２．７
２００２ ０．２ ５３．２ ３９．８ ４．５ ２．４ ４６．７
２００３ ０．４ ５６．９ ３７．１ ３．９ １．７ ４２．７
２００４ ０．６ ５２．５ ４１．０ ３．３ ２．６ ４６．９
２００５ ０．６ ５４．１ ３９．６ ３．４ ２．３ ４５．３
２００６ ０．２ ５０．４ ４２．８ ４．１ ２．５ ４９．３
２００７ ０．４ ４８．３ ４３．９ ４．６ ２．８ ５１．３
２００８ １．２ ４０．８ ４７．９ ７．１ ３．０ ５８．０
２００９ ０．７ ３７．９ ５１．７ ６．７ ３．０ ６１．４
２０１０ ０．８ ３１．３ ５５．４ ９．０ ３．６ ６７．９
２０１１ １．７ ３０．３ ５４．１ ８．４ ５．５ ６８．１
２０１２ １．８ ３１．２ ５２．３ ９．２ ５．５ ６７．０
２０１３ １．４ ２８．７ ５３．６ １１．３ ５．０ ６９．９
２０１４ １．９ ２９．９ ５２．８ １０．５ ４．９ ６８．２
２０１５ １．７ ２９．１ ５２．９ １１．４ ４．８ ６９．２
２０１６ １．４ ３０．５ ５１．６ １１．９ ４．５ ６８．１
２０１７ ２．８ ２８．７ ５０．６ １３．５ ４．４ ６８．５

深夜人数 病棟数 割合（％）
１人 ５２ ２．８
２人 ５３３ ２８．７
３人 ９４１ ５０．６
４人 ２５１ １３．５
５人 ４７ ２．５
６人 ２３ １．２
７人 ８ ０．４
８人 ２ ０．１
９人 １ ０．１

１０人以上 １ ０．１
合計 １，８５９ １００．０

（人）

正職員 臨・パ 派遣等 小計 病棟数 病床数
看護職員 ５１，７２３ ２，１０６ ７６ ５３，９０５ １，９４１ ８０，９３９
介護職員 １，６２４ ３８７ ２４ ２，０３５
補助者 １，２３３ ３，５４２ ５１８ ５，２９３

看護要員 ６１，２３３

（人）

年 度 看護職員 看護要員
１９８８ １８．２ ２０．３
１９８９ １８．８ １９．８
１９９０ １９．１ ２１．２
１９９１ １９．１ ２１．３
１９９２ １９．６ ２１．９
１９９３ ２０．５ ２２．８
１９９４ ２２．７ ２５．２
１９９５ ２１．６ ２３．９
１９９６ ２２．６ ２４．７
１９９７ ２３．３ ２５．５
１９９８ ２３．２ ２５．３
１９９９ ２２．９ ２５．２
２０００ ２３．１ ２５．１
２００１ ２２．８ ２５．１
２００２ ２３．６ ２５．８
２００３ ２３．４ ２５．８
２００４ ２４．０ ２６．３
２００５ ２３．７ ２６．０
２００６ ２４．８ ２７．１
２００７ ２６．３ ２８．７
２００８ ２６．６ ２９．０
２００９ ２７．５ ２９．７
２０１０ ２９．５ ３２．５
２０１１ ３０．１ ３３．９
２０１２ ２９．５ ３３．５
２０１３ ３１．２ ３５．５
２０１４ ３３．０ ３７．５
２０１５ ３２．７ ３７．４
２０１６ ３３．３ ３８．２
２０１７ ３３．３ ３７．８

（人）

５０床あたり看護職員 ３３．３
５０床あたり看護要員 ３７．８

介護職員の割合 ３．３２
補助者の割合 ８．６４
看護職員の臨時・パート ３．９１
看護職員の派遣等 ０．１４
介護職員の臨時・パート １９．０２
介護職員の派遣等 １．１８
補助者の臨時・パート ６６．９２
補助者の派遣等 ９．７９

深夜勤人数

５０床あたりの平均看護職員・看護要員

介護職員・補助者に占める雇用形態別の割合
（％）

２０ 医療労働



Ⅱ‐８ 看護要員に占める介
護職員・補助者の割
合（３交替病棟）

年 度 割合（％）
２０００ ８．０
２００１ ９．０
２００２ ８．４
２００３ ９．２
２００４ ９．０
２００５ ８．７
２００６ ８．３
２００７ ８．５
２００８ ８．３
２００９ ７．５
２０１０ ９．２
２０１１ １１．３
２０１２ １２．０
２０１３ １２．１
２０１４ １２．１
２０１５ １２．５
２０１６ １２．８
２０１７ １２．０

年 度 割合（％）
２０００ ５．４
２００１ ５．９
２００２ ５．８
２００３ ６．６
２００４ ２．７
２００５ ２．６
２００６ ２．３
２００７ ２．４
２００８ ３．１
２００９ ３．５
２０１０ ３．５
２０１１ ３．９
２０１２ ４．３
２０１３ ３．９
２０１４ ４．５
２０１５ ４．４
２０１６ ４．２
２０１７ ４．０

年 度 割合（％）
２０００ ４０．５
２００１ ４４．１
２００２ ４２．２
２００３ ４３．７
２００４ ４３．８
２００５ ４３．８
２００６ ４７．８
２００７ ４７．９
２００８ ５１．０
２００９ ５３．９
２０１０ ５２．４
２０１１ ５９．５
２０１２ ６３．４
２０１３ ６５．５
２０１４ ６５．７
２０１５ ６１．６
２０１６ ６１．７
２０１７ ６１．０

Ⅱ‐９ 看護職員に占める臨
時・パートの割合
（３交替病棟）

Ⅱ‐１０ 介護職員・補助者に占
める臨時・パートの
割合（３交替病棟）

（％）

平均
夜勤日数

看護要員
介護職員

看護要員
補助者

看護師
臨時パート

看護師
派遣

介護職員
臨時パート

介護職員
派遣

補助者
臨時パート

補助者
派遣

全医労 ７．０６ ５．１ ５．４ １．５ ０．１ １３．６ ８０．８ ２．９
全厚労 ７．７７ ２．１ ９．１ ５．４ ０．５ ２５．３ ２．４ ４２．０ ７．３
全日赤 ７．５２ ０．１ ８．９ ０．６ ３３．３ ３３．３ １５．９
全ＪＣＨＯ病院労組 ８．６８ １．０ ７．１ ６．３ ０．２ １００．０ ５６．２
全労災 ７．７１ ７．２ １．４ ０．２ ５５．４ ３１．１
国共病組 ７．６６ ４．０ ６．６ ５．３ １００．０ ９４．４
公共労 ８．０４ ６．７ １．６
公的病院 ７．６０ ４．４ １２．２ ４．１ ７．６ ６４．５ １０．６
自治体 ７．７３ ０．３ １１．９ ５．５ ７３．１ ９４．２ ２．６
大学 ８．２７ １．４ ８．０ ０．９ ６０．０ ３６．０ ４６．３ ３９．９
民医連・医療生協 ７．７９ ８．２ １０．５ １０．９ ０．１ １９．４ ０．３ ７３．３ ２．９
地場一般病院 ７．３０ ６．８ １２．４ １０．４ ０．１ １５．１ ４３．６ １６．０
地場精神病院 ６．８９ １０．６ １９．２ ７．１ ０．１ １７．５ ６０．５ ５．７

合計 ７．６９ ３．３ ８．６ ３．９ ０．１ １９．０ １．２ ６６．９ ９．８

病棟当たり
ベッド数

５０床当たり （人）
施設数 病棟数 看護職員 介護職員 補助者 看護要員

全医労 ９５ ５５６ ４０．１ ３４．７ ２．０ ２．１ ３８．８
全厚労 ５４ ２６０ ４４．１ ３０．２ ０．７ ３．１ ３４．１
全日赤 １６ １１５ ３３．２ ４５．６ ４．４ ５０．０
全ＪＣＨＯ病院労組 ８ ２６ ４１．２ ２９．０ ０．３ ２．２ ３１．６
全労災 ２５ ２２３ ４３．４ ３４．４ ２．７ ３７．０
国共病組 ２ ９ ３９．２ ３４．４ １．６ ２．５ ３８．５
公共労 １ ５ ５０．２ ２４．９ １．８ ２６．７
公的病院 ９ ５６ ４０．９ ３２．４ １．７ ４．７ ３８．８
自治体 ３９ ２７４ ４３．８ ３３．２ ０．１ ４．５ ３７．８
大学 ８ １０９ ３５．０ ４２．０ ０．７ ３．７ ４６．４
民医連・医療生協 ６２ ２１９ ４４．５ ３０．１ ３．０ ３．９ ３７．０
地場一般病院 １１ ４４ ４４．７ ２５．９ ２．２ ４．０ ３２．０
地場精神病院 １０ ４５ ４８．３ １９．２ ２．９ ５．２ ２７．４

合計 ３４０ １，９４１ ４１．７ ３３．３ １．３ ３．３ ３７．８

Ⅱ‐１１ 組合性格別基本データ（３交替病棟）

実施資料Ⅱ

医療労働 ２１



（人） （回） （人）

（人） （％）

年 度 ３回以内３．５～４回４．５～５回５．５回以上 計 年 度 ３回以内３．５～４回４．５～５回５．５回以上 ４回以内
２００４ １，０２６ １，４０９ ６２８ １９９ ３，２６２ ２００４ ３１．５ ４３．２ １９．３ ６．１ ７４．６
２００５ １，０４４ １，４７３ ６２３ １９９ ３，３３９ ２００５ ３１．３ ４４．１ １８．７ ６．０ ７５．４
２００６ １，２６１ ２，１３８ ９０２ ２２７ ４，５２８ ２００６ ２７．８ ４７．２ １９．９ ５．０ ７５．１
２００７ １，４５３ ２，８６４ １，１１５ １９９ ５，６３１ ２００７ ２５．８ ５０．９ １９．８ ３．５ ７６．７
２００８ ２，７５３ ３，８０７ ２，１８７ ７５４ ９，５０１ ２００８ ２９．０ ４０．１ ２３．０ ７．９ ６９．０
２００９ ２，７７１ ４，３６１ ２，０９９ ６０５ ９，８３６ ２００９ ２８．２ ４４．３ ２１．３ ６．２ ７２．５
２０１０ ４，１３９ ６，２８４ ４，１０６ １，１３５ １５，６６４ ２０１０ ２６．４ ４０．１ ２６．２ ７．２ ６６．５
２０１１ ３，８２８ ５，６０３ ２，９７８ １，１６５ １３，５７４ ２０１１ ２８．２ ４１．３ ２１．９ ８．６ ６９．５
２０１２ ５，３２４ ７，６８７ ４，１５３ １，７３８ １８，９０２ ２０１２ ２８．２ ４０．７ ２２．０ ９．２ ６８．８
２０１３ ５，５０８ ８，２７９ ５，０９１ ２，２４２ ２１，１２０ ２０１３ ２６．１ ３９．２ ２４．１ １０．６ ６５．３
２０１４ ６，１７９ ８，６９８ ４，８８０ １，８１７ ２１，５７４ ２０１４ ２８．６ ４０．３ ２２．６ ８．４ ６９．０
２０１５ ６，４６１ ９，４２３ ５，３２１ ２，５３５ ２３，７４０ ２０１５ ２７．２ ３９．７ ２２．４ １０．７ ６６．９
２０１６ ８，２９４ １１，５８８ ６，８３２ ３，２０９ ２９，９２３ ２０１６ ２７．７ ３８．７ ２２．８ １０．７ ６６．４
２０１７ ７，５０６ １０，２２２ ５，６９６ ２，５６７ ２５，９９１ ２０１７ ２８．９ ３９．３ ２１．９ ９．９ ６８．２

Ⅲ‐１ 夜勤回数別の人数と割合（２交替病棟）

（％）

病棟数 ３回以内 ３．５～４回 ４．５～５回 ５．５回以上 ４回以内
全医労 ３７２ ３６．６ ５１．４ １０．９ １．１ ８８．０
全厚労 ２０９ ２３．１ ２９．１ ２９．６ １８．２ ５２．２
全日赤 １１３ ２７．９ ４１．４ ２６．７ ３．９ ６９．３
全ＪＣＨＯ病院労組 ３３ ３５．２ ３３．３ ２２．４ ９．０ ６８．６
国共病組 ２２ １７．８ ４１．５ ３６．２ ４．５ ５９．３
公共労 ９ １９．２ ４３．７ ３２．４ ４．７ ６２．９
公的病院 １２ ２２．０ ４９．２ ２４．４ ４．４ ７１．２
自治体 ８６ ２１．５ ３５．８ ２５．８ １６．９ ５７．３
大学 １５２ ２２．６ ２１．９ ３０．４ ２５．１ ４４．５
民医連・医療生協 １１６ ２５．９ ３７．２ ２７．１ ９．９ ６３．０
地場一般病院 ７ １９．５ ３５．０ ２２．８ ２２．８ ５４．５
地場精神病院 １８ ３６．３ ５６．７ ６．４ ０．６ ９３．０

合 計 １，１４９ ２８．９ ３９．３ ２１．９ ９．９ ６８．２

Ⅲ‐３ 夜勤回数別の人数と割合（２交替病棟） 組合性格別

２回迄 ２．５回 ３回 ３．５回 ４回 ４．５回 ５回 ５．５回 ６回 ６．５
回以上

４．５
回以上

ＩＣＵ等 ８．７ ０．６ ８．１ ３．５ ２４．３ ６．２ ２０．６ ５．８ １１．８ １０．３ ５４．８ （％）

７対１ １４．５ １．２ １４．９ ４．６ ３３．５ ６．８ １６．７ ２．６ ３．４ １．８ ３１．４
１０対１ ９．３ １．３ １５．８ ７．０ ３６．２ ８．６ １４．０ ２．０ ２．０ ３．９ ３０．５
１３対１ ９．５ １．０ １５．４ ６．８ ３８．９ ６．５ １４．５ １．７ ３．０ ２．５ ２８．３
１５対１ ９．４ １．４ １６．６ ７．２ ３５．４ ５．３ １４．８ ２．１ ２．５ ５．３ ３０．１
その他 ８．５ ２．７ １３．７ ６．６ ３９．１ ６．３ １３．６ ２．６ ４．３ ２．６ ２９．４
合計 １２．６ １．２ １４．１ ４．９ ３３．２ ６．９ １６．７ ２．９ ４．３ ３．２ ３４．０

病棟数 ２回迄 ２．５回 ３回 ３．５回 ４回 ４．５回 ５回 ５．５回 ６回 ６．５
回以上 合計 最多夜

勤回数
夜勤
専門

ＩＣＵ等 １１５ ２５１ １８ ２３３ １０１ ６９９ １７７ ５９４ １６７ ３４１ ２９７ ２，８７８ １１．０ ４２
７対１ ６１４ ２，１７５ １８３ ２，２３０ ６８３ ５，０２７ １，０２７ ２，５１４ ３８９ ５１７ ２６５１５，０１０ １８．０ ９１
１０対１ １２４ ２１９ ３０ ３７２ １６５ ８５５ ２０４ ３３０ ４７ ４７ ９２ ２，３６１ １８．０ ３２
１３対１ ６９ １２５ １３ ２０３ ９０ ５１２ ８５ １９１ ２３ ４０ ３３ １，３１５ １２．０ １４
１５対１ ３１ ４８ ７ ８５ ３７ １８１ ２７ ７６ １１ １３ ２７ ５１２ １０．０ ６
その他 ５７ ７１ ２３ １１５ ５５ ３２８ ５３ １１４ ２２ ３６ ２２ ８３９ １８．０ １０
合計 １，０１０ ２，８８９ ２７４ ３，２３８ １，１３１ ７，６０２ １，５７３ ３，８１９ ６５９ ９９４ ７３６２２，９１５

Ⅲ‐２ 夜勤回数別の人数と割合（２交替病棟） 入院基本料別

２２ 医療労働



Ⅲ‐４ 平均夜勤回数（２交替病棟）

Ⅲ‐６ 病棟５０床当たり看護職員数・看護要員数（２交替病棟）

年 度 平均（回）
１９９７ ４．２７
１９９８ ４．５１
１９９９ ４．２６
２０００ ３．９５
２００１ ３．９２
２００２ ３．９７
２００３ ３．７８
２００４ ３．８１
２００５ ３．８０
２００６ ３．８７
２００７ ３．８６
２００８ ３．９１
２００９ ３．８９
２０１０ ４．１９
２０１１ ４．０３
２０１２ ４．０１
２０１３ ４．１０
２０１４ ４．０７
２０１５ ４．０９
２０１６ ４．０４
２０１７ ４．０１

組 合 病棟数 夜勤人数（人） 平均回数（回）
全医労 ３７２ ９，４８０ ３．５６
全厚労 ２０９ ３，５２１ ４．２４
全日赤 １１３ ２，９９９ ３．８４
全ＪＣＨＯ病院労組 ３３ ６８７ ３．８５
国共病組 ２２ ５２８ ４．０６
公共労 ９ ２１３ ４．０２
公的病院 １２ ２５０ ３．９５
自治体 ８６ １，３６３ ４．２５
大学 １５２ ４，４５０ ４．４１
民医連・医療生協 １１６ ２，２２０ ４．０４
地場一般病院 ７ １２３ ４．３５
地場精神病院 １８ １５７ ３．５９

合 計 １，１４９ ２５，９９１ ４．０１

（人）

正職員 臨・パ 派遣等 小計 病棟数 病床数
看護職員 ３１，５８３ １，０４４ ２４ ３２，６５１ １，１４９ ４６，６９８
介護職員 １，０１５ ３０１ １３ １，３２９
補助者 ９９４ １，９５５ ２１１ ３，１６０

看護要員 ３７，１４０

（人）

看護職員 ３５．０
看護要員 ３９．８

介護職員の割合 ３．５８
補助者の割合 ８．５１
看護職員の臨時・パート ３．２０
看護職員の派遣等 ０．０７
介護職員の臨時・パート ２２．６５
介護職員の派遣等 ０．９８
補助者の臨時・パート ６１．８７
補助者の派遣等 ６．６８

（人）

年 度 看護職員 看護要員
１９９７ １７．１ ２１．５
１９９８ １８．３ ２３．７
１９９９ １７．９ ２３．２
２０００ １８．１ ２３．１
２００１ １９．３ ２４．２
２００２ １８．４ ２４．１
２００３ １８．９ ２５．０
２００４ １８．５ ２５．４
２００５ １８．３ ２５．２
２００６ ２１．０ ２６．５
２００７ ２４．６ ２８．５
２００８ ２４．４ ２８．５
２００９ ２５．３ ２９．１
２０１０ ２６．５ ３１．７
２０１１ ２７．５ ３２．９
２０１２ ２９．８ ３５．３
２０１３ ３１．６ ３６．４
２０１４ ３４．１ ３９．３
２０１５ ３４．７ ３９．９
２０１６ ３５．２ ４０．３
２０１７ ３５．０ ３９．８

夜勤人数 病棟数 割合（％）
１人 ２６ ２．５
２人 １６２ １５．８
３人 ５２０ ５０．８
４人 ２６２ ２５．６
５人 ３０ ２．９
６人 ９ ０．９
７人 ３ ０．３
８人 ３ ０．３
９人 １ ０．１

１０人以上 ８ ０．８
合計 １，０２４ １００．０

（％）
年 度 １人 ２人 ３人 ４人 ５人以上 ３人以上
２００３ ５．０ ６０．９ ２４．８ ６．２ ３．１ ３４．２
２００５ ３．１ ６３．２ ２４．５ ６．１ ３．１ ３３．７
２００６ ２．３ ５０．５ ４０．２ ５．１ １．９ ４７．２
２００７ ２．９ ４１．６ ４２．８ ８．２ ４．５ ５５．６
２００８ ２．１ ４１．５ ４０．０ ７．５ ９．０ ５６．４
２００９ ７．５ ３４．３ ４３．２ １２．６ ２．４ ５８．２
２０１０ ４．６ ２６．６ ４７．３ １６．２ ５．３ ６８．８
２０１１ ７．６ ２５．０ ４８．９ ９．２ ９．２ ６７．４
２０１２ １２．１ ２９．５ ４３．９ １２．１ ２．３ ５８．３
２０１３ ７．１ １８．７ ５５．１ １２．１ ７．１ ７４．２
２０１４ ５．７ １６．８ ４９．９ ２２．５ ５．０ ７７．５
２０１５ ３．８ １４．０ ４９．１ ２４．６ ８．４ ８２．１
２０１６ ２．６ １４．０ ４８．５ ２６．２ ８．８ ８３．５
２０１７ ２．５ １５．８ ５０．８ ２５．６ ５．３ ８１．６

Ⅲ‐５ 夜勤の体制（２交替病棟）

組合性格別

５０床当たりの平均看護職員・看護要員

介護職員・補助者に占める雇用形態別の割合（％）

実施資料Ⅲ

医療労働 ２３



Ⅲ‐１０ 組合性格別基本データ（２交替病棟）

Ⅲ‐７ 看護要員に占める介
護職員・補助者の割
合（２交替病棟）

Ⅲ‐８ 看護職員に占める臨
時・パートの割合
（２交替病棟）

Ⅲ‐９ 介護職員・補助者に占
める臨時・パートの
割合（２交替病棟）

年 度 割合（％）
１９９９ ２２．５
２０００ ２１．７
２００１ ２０．４
２００２ ２３．７
２００３ ２４．５
２００４ ２７．１
２００５ ２７．１
２００６ ２０．９
２００７ １３．８
２００８ １４．４
２００９ １３．３
２０１０ １６．６
２０１１ １６．４
２０１２ １５．３
２０１３ １３．３
２０１４ １３．２
２０１５ １３．１
２０１６ １２．７
２０１７ １２．１

年 度 割合（％）
２０００ ５．９
２００１ ６．１
２００２ ５．８
２００３ ４．５
２００４ ３．７
２００５ ３．４
２００６ ３．６
２００７ ２．５
２００８ ２．９
２００９ ４．１
２０１０ ５．０
２０１１ ５．３
２０１２ ４．９
２０１３ ６．３
２０１４ ５．１
２０１５ ４．１
２０１６ ４．０
２０１７ ３．３

年 度 割合（％）
２０００ ２１．１
２００１ ２５．３
２００２ ２６．２
２００３ ２６．５
２００４ ２０．１
２００５ ２０．３
２００６ ２８．６
２００７ ３４．４
２００８ ３２．６
２００９ ３６．９
２０１０ ３８．１
２０１１ ３８．４
２０１２ ４０．７
２０１３ ４８．２
２０１４ ５５．８
２０１５ ５５．７
２０１６ ５２．２
２０１７ ５５．２

（人）

施設数 病棟数 ベッド数 看護職員 介護職員 補助者 看護要員
全医労 ６４ ３７２ ４０．１ ３７．６ ０．９ ２．８ ４１．３
全厚労 ４２ ２０９ ４３．０ ２９．９ １．９ ３．９ ３５．７
全日赤 １６ １１３ ３９．９ ３８．７ ０．５ ４．２ ４３．４
全ＪＣＨＯ病院労組 ７ ３３ ４６．５ ３０．６ ０．４ １．３ ３２．３
全労災
国共病組 ３ ２２ ４１．１ ３４．１ ０．５ ３．９ ３８．５
公共労 １ ９ ４２．２ ３２．６ ３．６ ３６．２
公的病院 ５ １２ ４８．７ ３０．７ ２．０ ４．４ ３７．１
自治体 １８ ８６ ３７．６ ３６．６ ０．７ ４．８ ４２．０
大学 ７ １５２ ３８．２ ４２．４ ３．５ ４５．９
民医連・医療生協 ４３ １１６ ４０．５ ２７．８ ５．５ ２．７ ３６．０
地場一般病院 ３ ７ ４５．６ ２７．４ ６．７ １．９ ３６．１
地場精神病院 ４ １８ ４５．０ １８．６ １．６ ４．９ ２５．１

合 計 ２１３ １，１４９ ４０．６ ３５．０ １．４ ３．４ ３９．８

（％）

平均
夜勤日数

看護要員
介護職員

看護要員
補助者

看護師
臨時パート

看護師
派遣

介護職員
臨時パート

介護職員
派遣

補助者
臨時パート

補助者
派遣

全医労 ３．５６ ２．２ ６．８ １．４ ０．１ １１．５ ８８．５ ３．１
全厚労 ４．２４ ５．２ １０．９ ６．１ ２６．３ ４４．２ ７．０
全日赤 ３．８４ １．２ ９．６ ０．７ ０．１ ５５．１ １０．２ ３８．４ ２２．０
全ＪＣＨＯ病院労組 ３．８５ １．１ ４．１ ３．０ ３６．４ ７８．０
全労災
国共病組 ４．０６ １．３ １０．１ １１．３ ８８．９ ９７．１
公共労 ４．０２ ９．８ ２．０ ９２．６ ３．７
公的病院 ３．９５ ５．３ １１．８ ５．８ ２６．１ ７６．５ ７．８
自治体 ４．２５ １．６ １１．４ ３．９ ４７．７ ８８．７ ６．１
大学 ４．４１ ７．５ ０．２ ３２．８ ５．５
民医連・医療生協 ４．０４ １５．３ ７．６ １０．３ ０．３ ２１．７ １．５ ６９．３ ２．７
地場一般病院 ４．３５ １８．７ ５．２ １７．７ ２．３ ９．３ ８．３
地場精神病院 ３．５９ ６．４ １９．４ ４．６ １５．２

合 計 ４．０１ ３．６ ８．５ ３．２ ０．１ ２２．６ １．０ ６１．９ ６．７

２４ 医療労働



Ⅲ-１１ 夜勤形態別の病棟数・ベッド数・看護職員数・看護要員数・夜勤専門看護職員数

看護職員（人） 看護要員
（人）

夜勤専門看護師（人）
（％は対看護職員）

夜勤専門看護師の有無
（％は対病棟）夜勤形態 病棟数 ベッド数 正職員 臨時・パート 派遣等 看護師計

①３交替 １，６７９ ７０，１３８ ４４，５６６ １，７７３ ６７ ４６，４０６ ５２，６４８ １２１ ０．３％ ８１ ４．８％
②変則３交替 ４５ １，９７８ １，０６８ ７５ １ １，１４４ １，３９２ １ ０．１％ １ ２．２％
①と②の合計 １，７２４ ７２，１１６ ４７，５５０ ５４，０４０ １２２ ８２
割合 ６０．０％ ６０．７％ ５９．３％ ５９．３％ ０．３％ ４．８％

③混合
（３交替・２交替） ２１７ ８，８２３ ６，０８９ ２５８ ８ ６，３５５ ７，１９３ ５１ ０．８％ ３３１５．２％

割合 ７．６％ ７．４％ ７．９％ ７．９％ ０．８％ １５．２％
④２交替
（拘束１６時間未満） ５３０ ２１，４１２ １５，４９６ ３０３ ７ １５，８０６ １７，６０６ ８１ ０．５％ ５４１０．２％

⑤２交替
（拘束１６時間以上） ４０２ １６，４６３ ９，９９８ ４８３ ９ １０，４９０ １２，３４１ ９３ ０．９％ ５３１３．２％

④と⑤の合計 ９３２ ３７，８７５ ２６，２９６ ２９，９４７ １７４ １０７
割合 ３２．４％ ３１．９％ ３２．８％ ３２．８％ ０．７％ １１．５％
合 計 ２，８７３ １１８，８１４ ７７，２１７ ２，８９２ ９２ ８０，２０１ ９１，１８０ ３４７ ０．４％ ２２２ ７．７％

（％）

年 度 病棟 病床 看護職員
１９９９ ６．５ ６．７ ５．３
２０００ ７．７ ７．８ ６．２
２００１ ７．４ ７．３ ６．２
２００２ ８．５ ８．６ ６．８
２００３ ８．３ ８．２ ６．７
２００４ ８．５ ８．６ ６．８
２００５ ８．３ ８．５ ６．７
２００６ １１．３ １１．１ ９．５
２００７ １２．５ １２．２ １１．５
２００８ １６．７ １６．３ １５．１
２００９ １７．６ １７．３ １６．１
２０１０ ２５．５ ２３．３ ２１．４
２０１１ ２３．７ ２３．６ ２２．０
２０１２ ２８．０ ２７．５ ２７．７
２０１３ ２９．４ ２９．１ ２９．３
２０１４ ３０．０ ２８．９ ２９．６
２０１５ ３２．１ ３１．２ ３２．５
２０１６ ３８．４ ３７．６ ３８．９
２０１７ ３７．２ ３６．６ ３７．７

１６時間未満 １６時間以上
病棟数 ５３０ ４０２
割合（％） ５６．９ ４３．１

（％）

年 度 ３交替 ２交替
１９９９ ９３．５ ６．５
２０００ ９２．３ ７．７
２００１ ９２．６ ７．４
２００２ ９１．５ ８．５
２００３ ９１．７ ８．３
２００４ ９１．５ ８．５
２００５ ９１．７ ８．３
２００６ ８８．７ １１．３
２００７ ８７．５ １２．５
２００８ ８３．３ １６．７
２００９ ８２．４ １７．６
２０１０ ７４．５ ２５．５
２０１１ ７６．３ ２３．７
２０１２ ７２．０ ２８．０
２０１３ ７０．６ ２９．４
２０１４ ７０．０ ３０．０
２０１５ ６７．９ ３２．１
２０１６ ６１．６ ３８．４
２０１７ ６２．８ ３７．２

Ⅳ‐１ ３交替病棟と２交替病棟の割合

年 度 １６時間未満 １６時間以上
２０１０ ３３．１ ６６．９
２０１１ ３７．２ ６２．８
２０１２ ４７．５ ５２．５
２０１３ ４０．６ ５９．４
２０１４ ４６．９ ５３．１
２０１５ ４４．９ ５５．１
２０１６ ４４．９ ５５．１
２０１７ ５６．９ ４３．１

２回迄 ２.５回 ３回 ３.５回 ４回 ４.５回 ５回 ５.５回 ６回 ６.５回
以上 合計 平均

夜勤回数

１６時間以上 １，６６４ １９０ ２，３９１ ７６８ ５，２３５ ８１５ １，８９０ ２５４ ４４５ ３６５ １４，０１７ ３．８６

割合（％） １１．９ １．４ １７．１ ５．５ ３７．３ ５．８ １３．５ １．８ ３．２ ２．６ １００．０

１６時間未満 １，１３０ １０７ １，０４９ ４７０ ２，６２１ ７１１ １，９１０ ３８２ ５６１ ４２１ ９，３６２ ４．１４

割合（％） １２．１ １．１ １１．２ ５．０ ２８．０ ７．６ ２０．４ ４．１ ６．０ ４．５ １００．０

２交替看護職員の経年推移

２交替制の割合

２交替制の１６時間以上の経年推移
（％）

２交替１６時間以上・未満と夜勤回数

実施資料Ⅲ Ⅳ

医療労働 ２５



Ⅳ‐３ ３交替病棟と２交替病棟の割合 組合性格別

（％）

３交替 ２交替 合計 ３交替 ２交替
全医労 ５５６ ３７２ ９２８ ５９．９ ４０．１
全厚労 ２６０ ２０９ ４６９ ５５．４ ４４．６
全日赤 １１５ １１３ ２２８ ５０．４ ４９．６
全ＪＣＨＯ病院労組 ２６ ３３ ５９ ４４．１ ５５．９
全労災 ２２３ ２２３ １００．０
国共病組 ９ ２２ ３１ ２９．０ ７１．０
公共労 ５ ９ １４ ３５．７ ６４．３
公的病院 ５６ １２ ６８ ８２．４ １７．６
自治体 ２７４ ８６ ３６０ ７６．１ ２３．９
大学 １０９ １５２ ２６１ ４１．８ ５８．２
民医連・医療生協 ２１９ １１６ ３３５ ６５．４ ３４．６
地場一般病院 ４４ ７ ５１ ８６．３ １３．７
地場精神病院 ４５ １８ ６３ ７１．４ ２８．６

合 計 １，９４１ １，１４９ ３，０９０ ６２．８ ３７．２

（％）

病床数 ３交替 ２交替 合計 ３交替 ２交替
１～９床 １３６ ４４ １８０ ７５．６ ２４．４

１０～１９床 １００ ５６ １５６ ６４．１ ３５．９
２０～２９床 ７５ ５３ １２８ ５８．６ ４１．４
３０～３９床 １７５ １１０ ２８５ ６１．４ ３８．６
４０～４９床 ５３７ ３６２ ８９９ ５９．７ ４０．３
５０～５９床 ６８２ ３８４ １，０６６ ６４．０ ３６．０
６０～６９床 １６１ ６６ ２２７ ７０．９ ２９．１
７０床以上 １９ ５ ２４ ７９．２ ２０．８

Ⅳ‐４ ３交替病棟と２交替病棟の割合 病床数による比較

Ⅳ‐２ 病棟５０床当たりの職員数（３交替病棟と２交替病棟の比較）
（人）

年 度 ３交替 ２交替
１９９７ ２３．３ １７．１
１９９８ ２３．２ １８．３
１９９９ ２２．９ １７．９
２０００ ２３．１ １８．１
２００１ ２２．８ １９．３
２００２ ２３．６ １８．４
２００３ ２３．４ １８．９
２００４ ２４．０ １８．５
２００５ ２３．７ １８．３
２００６ ２４．８ ２１．０
２００７ ２６．３ ２４．６
２００８ ２６．６ ２４．４
２００９ ２７．５ ２５．３
２０１０ ２９．５ ２６．５
２０１１ ３０．１ ２７．５
２０１２ ２９．５ ２９．８
２０１３ ３１．２ ３１．６
２０１４ ３３．０ ３４．１
２０１５ ３２．７ ３４．７
２０１６ ３３．３ ３５．２
２０１７ ３３．３ ３５．０

（人）
年 度 ３交替 ２交替
１９９７ ２５．５ ２１．５
１９９８ ２５．３ ２３．７
１９９９ ２５．２ ２３．２
２０００ ２５．１ ２３．１
２００１ ２５．１ ２４．２
２００２ ２５．８ ２４．１
２００３ ２５．８ ２５．０
２００４ ２６．３ ２５．４
２００５ ２６．０ ２５．２
２００６ ２７．１ ２６．５
２００７ ２８．７ ２８．５
２００８ ２９．０ ２８．５
２００９ ２９．７ ２９．１
２０１０ ３２．５ ３１．７
２０１１ ３３．９ ３２．９
２０１２ ３３．５ ３５．３
２０１３ ３５．５ ３６．４
２０１４ ３７．５ ３９．３
２０１５ ３７．４ ３９．９
２０１６ ３８．２ ４０．３
２０１７ ３７．８ ３９．８

看護職員 看護要員

病棟数

病棟数

施設数
病棟数 病棟数

割合（％）３交替 ２交替 混合
３交替制のみの施設（夜勤の形態①②） １８９ １，２０７ ４７．０
２交替制のみの施設（夜勤の形態④⑤） ６２ ３９８ １５．４
混合施設（夜勤の形態①～⑤の混合） １５１ ５１７ ５３４ ２１７ ３７．６

合 計 ４０２ １，７２４ ９３２ ２１７ １００．０

Ⅳ‐５ ３交替病棟と２交替病棟の施設

２６ 医療労働



Ⅳ‐６ ３交替・２交替別入院基本料（病棟）

病棟数
３交替 ２交替 ３交替（％）２交替（％）

入
院
基
本
料

ＩＣＵ等 ２５１ １１５ １４．５ １１．４
７対１ ９１０ ６１４ ５２．４ ６０．８
１０対１ ３２６ １２４ １８．８ １２．３
１３対１ ７７ ６９ ４．４ ６．８
１５対１ ７７ ３１ ４．４ ３．１
その他 ９４ ５７ ５．４ ５．６
合計 １，７３５ １，０１０ １００．０ １００．０

夜勤配置人数 割 合（％）
病床数 １人 ２人 ３人 ４人以上 １人 ２人 ３人 ４人以上
１～９床 １６ ５８ ３８ １９ １２．２ ４４．３ ２９．０ １４．５
１０～１９床 ７ ２７ １５ ４３ ７．６ ２９．３ １６．３ ４６．７
２０～２９床 ４ ２４ ２２ ２０ ５．７ ３４．３ ３１．４ ２８．６
３０～３９床 ６５ ６４ ３９ ３８．７ ３８．１ ２３．２
４０～４９床 ３ １３４ ２７２ １０８ ０．６ ２５．９ ５２．６ ２０．９
５０～５９床 １１ ９５ ３９２ １６０ １．７ １４．４ ５９．６ ２４．３
６０～６９床 ４ ３５ ６８ ５０ ２．５ ２２．３ ４３．３ ３１．８
７０床以上 ７ ６ ６ ３６．８ ３１．６ ３１．６

夜勤配置人数 割 合（％）
病床数 １人 ２人 ３人 ４人以上 １人 ２人 ３人 ４人以上
１～９床 １６ ６０ ３７ １９ １２．１ ４５．５ ２８．０ １４．４
１０～１９床 ６ ２８ １６ ４２ ６．５ ３０．４ １７．４ ４５．７
２０～２９床 ４ ２５ ２４ １７ ５．７ ３５．７ ３４．３ ２４．３
３０～３９床 １ ７６ ６４ ２８ ０．６ ４５．０ ３７．９ １６．６
４０～４９床 ５ １６２ ２９８ ５３ １．０ ３１．３ ５７．５ １０．２
５０～５９床 １０ １２９ ４０１ １１２ １．５ １９．８ ６１．５ １７．２
６０～６９床 ５ ３４ ７０ ４４ ３．３ ２２．２ ４５．８ ２８．８
７０床以上 ８ ７ ４ ４２．１ ３６．８ ２１．１

夜勤配置人数 割 合（％）
病床数 １人 ２人 ３人 ４人以上 １人 ２人 ３人 ４人以上
１～９床 ２ １２ １３ ７ ５．９ ３５．３ ３８．２ ２０．６
１０～１９床 ２ １２ １５ ２１ ４．０ ２４．０ ３０．０ ４２．０
２０～２９床 １ １４ １４ ２０ ２．０ ２８．６ ２８．６ ４０．８
３０～３９床 ３ １９ ５２ ２０ ３．２ ２０．２ ５５．３ ２１．３
４０～４９床 ９ ３４ １９７ ９３ ２．７ １０．２ ５９．２ ２７．９
５０～５９床 ５ ４５ １７７ １１３ １．５ １３．２ ５２．１ ３３．２
６０～６９床 ３ １１ ２６ ２０ ５．０ １８．３ ４３．３ ３３．３
７０床以上 ２ ２ １ ４０．０ ４０．０ ２０．０

Ⅳ‐７ 夜勤体制別病床による夜勤配置人数

準夜

深夜

２交替

実施資料Ⅳ

医療労働 ２７



Ⅴ‐１ 外来の夜勤職場数と形態

Ⅴ‐２ 外来夜勤日数別の人数と割合

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

看護要員 看護職員
夜勤形態 職場数 割合（％） 正職員 臨・パ 派遣等 合計

①３交替 ３２ ２５．４ １，３５１ ９５１ ２９８ １５ １，２６４
②変則３交替 １ ０．８ ４８ １９ ２７ ４６
③混合（３交替・２交替） ９ ７．１ ５０６ ２９４ １３７ ４３１
④２交替（拘束１６時間未満） １１ ８．７ ４６０ ２９７ １３３ ４３０
⑤２交替（拘束１６時間以上） ３９ ３１．０ １，５９０ ９８２ ４１２ ２２ １，４１６
⑥当直・２交替 ５ ４．０ ２５６ １２５ ４８ ４８ ２２１
⑦当直 ２９ ２３．０ ８７３ ４７１ ２７４ １５ ７６０

合 計 １２６ １００．０ ５，０８４ ３，１３９ １，３２９ １００ ４，５６８

Ｄ÷Ａ Ｇ÷Ａ Ｊ÷Ａ （Ｂ＋Ｃ）
÷Ｄ

（Ｅ＋Ｆ）
÷Ｇ

（Ｈ＋Ｉ）
÷Ｊ Ｋ÷Ｄ

夜勤形態
①３交替 ９３．６ ０．５ ５．９ ２４．８ １００．０ ９１．２ ４７．５
②変則３交替 ９５．８ ４．２ ５８．７ １００．０ ２６．１
③混合（３交替・２交替） ８５．２ ０．２ １４．６ ３１．８ １００．０ ９１．９ ４７．３
④２交替（拘束１６時間未満） ９３．５ ６．５ ３０．９ １００．０ ３７．９
⑤２交替（拘束１６時間以上） ８９．１ ０．１ １０．８ ３０．６ １００．０ ９０．７ ４２．２
⑥当直・２交替 ８６．３ １３．７ ４３．４ ８２．９ ３８．９
⑦当直 ８７．１ ０．８ １２．１ ３８．０ １００．０ ８４．０ ４５．８

合 計 ８９．９ ０．３ ９．８ ３１．３ １００．０ ８９．６ ４４．０

回数 人数 割合（％）
３回以内 １１４ ６９．９
３．５～４回 ３３ ２０．２
４．５～５回 ８ ４．９
５．５回以上 ８ ４．９
４回以内 １４７ ９０．２
合計 １６３ １００．０

回数 人数 割合（％）
３回以内 ４４１ ７０．４
３．５～４回 １０２ １６．３
４．５～５回 ４６ ７．３
５．５回以上 ３７ ５．９
４回以内 ５４３ ８６．７
合計 ６２６ １００．０

回数 人数 割合（％）
３回以内 ５２ ５９．１
３．５～４回 １６ １８．２
４．５～５回 １１ １２．５
５．５回以上 ９ １０．２
４回以内 ６８ ７７．３
合計 ８８ １００．０

回数 人数 割合（％）
３回以内 ３４１ ８３．０
３．５～４回 ６５ １５．８
４．５～５回 ２ ０．５
５．５回以上 ３ ０．７
４回以内 ４０６ ９８．８
合計 ４１１ １００．０

日数 人数 割合（％）
６日以内 ３２１ ４９．５
７日 ８１ １２．５
８日 １３０ ２０．０
９日 ７９ １２．２

１０日以上 ３８ ５．９
８日以内 ５３２ ８２．０
合計 ６４９ １００．０

日数 人数 割合（％）
６日以内 ９ ７５．０
７日 １ ８．３
８日 ２ １６．７
９日

１０日以上
８日以内 １２ １００．０
合計 １２ １００．０

日数 人数 割合（％） 回数 人数 割合（％）
６日以内 ６７ ６２．６ ３回以内 １１９ ８４．４
７日 ９ ８．４ ３．５～４回 １８ １２．８
８日 ３０ ２８．０ ４．５～５回 ３ ２．１
９日 １ ０．９ ５．５回以上 １ ０．７

１０日以上 ４回以内 １３７ ９７．２
８日以内 １０６ ９９．１ 合計 １４１ １００．０
合計 １０７ １００．０

Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ Ｋ
介護職員 補助者など 夜勤

看護夜勤形態 正職員 臨・パ 派遣等 合計 正職員 臨・パ 派遣等 合計
①３交替 ６ １ ７ ７ ５４ １９ ８０ ６００
②変則３交替 ２ ２ １２
③混合（３交替・２交替） １ １ ６ ６７ １ ７４ ２０４
④２交替（拘束１６時間未満） １７ １３ ３０ １６３
⑤２交替（拘束１６時間以上） ２ ２ １６ １４３ １３ １７２ ５９８
⑥当直・２交替 ６ ２１ ８ ３５ ８６
⑦当直 ７ ７ １７ ８２ ７ １０６ ３４８

合 計 １６ １ １７ ５２ ３８６ ６１ ４９９ ２，０１１

（人）

（％）

①３交替 ②変則３交替 ③混合（３交替・２交替など）

④２交替（拘束１６時間未満） ⑤２交替（拘束１６時間以上）⑥当直・２交替 ⑦当直

２８ 医療労働



平均
許可病床数

平均
稼働病床数

９９床
以下

１００～
１９９

２００～
２９９

３００～
３９９

４００～
４９９

５００～
５９９

６００～
６９９

７００～
７９９

８００床
以上施設数

全医労 ７０ ３７３ ３５１ ３ ２ ２３ １９ １２ ７ ４
全厚労 ５２ ２８４ ２６７ ９ １２ １２ ８ ７ ２ ２
全日赤 １６ ４６７ ４３２ ３ １ ３ ３ ３ ２ １
全ＪＣＨＯ病院労組 ９ ２７１ ２４４ １ ４ ２ １ １
全労災 ２５ ３９７ ３８６ １ ４ １０ ５ ２ ３
国共病組 ２ ４７５ ４５８ ２
公共労 ２ ３３９ ３３９ １ １
公的病院 ８ ３４５ ３３６ ２ ２ １ ２ １
自治体 ３４ ３４７ ３０６ ５ ５ ９ ４ ６ ２ １ １ １
大学 １０ ７４２ ７１８ １ １ １ ２ ５
民医連・医療生協 ７５ １７８ １７４ １５ ３７ １３ ６ ４
地場一般病院 １０ ２２３ ２０２ ２ ４ １ ２ １
地場精神病院 ９ ２９９ ２７７ ３ ２ ３ １

９９床以下 １００～１９９ ２００～２９９ ３００～３９９ ４００～４９９ ５００～５９９ ６００～６９９ ７００～７９９ ８００～８９９ ９００床以上 全施設平均
許可病床数 ２７ ８３ ６３ ７２ ５８ ２６ １４ ７ ４ ７ ３２７
稼働病床数 ３５ ７４ ７１ ５６ ４５ １７ １２ ５ ３ ４ ３００

Ⅵ‐１ 許可病床数・稼働病床数（基礎項目）

Ⅴ‐３ 外来平均夜勤日数

夜勤形態 職場数 夜勤人数 平均回数
①３交替 ３２ ６４９ ６．４４
②変則３交替 １ １２ ５．５０
③混合（３交替・２交替） ９ ２４８ ３．９１
④２交替（拘束１６時間未満） １１ １６３ ２．９９
⑤２交替（拘束１６時間以上） ３９ ６２６ ３．０８
⑥当直・２交替 ５ ８８ ３．２０
⑦当直 ２９ ４１１ ５．００

Ⅴ‐４ 外来夜勤の人数

準夜勤務人数
１人 ２人 ３人 ４人 ５人以上 合計
１２ １３ ５ ９ ２ ４１

２９．３％ ３１．７％ １２．２％ ２２．０％ ４．９％

深夜勤務人数
１人 ２人 ３人 ４人 ５人以上 合計
１６ １５ ６ １ ３８

４２．１％ ３９．５％ １５．８％ ２．６％

夜勤人数
１人 ２人 ３人 ４人 ５人以上 合計
２８ ２１ ８ １ ５８

４８．３％ ３６．２％ １３．８％ １．７％

当直人数
１人 ２人 ３人 ４人 ５人以上 合計
１８ ４ １ １ ３ ２７

６６．７％ １４．８％ ３．７％ ３．７％ １１．１％

３交替制
準夜

３交替制
深夜

２交替制
夜勤

当直制

組合性格別稼働病床数の割合

実施資料Ⅴ Ⅵ

夜勤形態 職場数 割合（％）
①３交替 ２ ５０．０
②変則３交替
③混合（３交替・２交替）
④２交替（拘束１６時間未満）
⑤２交替（拘束１６時間以上） １ ２５．０
⑥当直・２交替
⑦当直 １ ２５．０

合 計 ４ １００．０

Ⅴ‐６ 透析室の夜勤形態

夜勤形態 職場数 割合（％）
①３交替 ７ １６．７
②変則３交替 １ ２．４
③混合（３交替・２交替） ３ ７．１
④２交替（拘束１６時間未満） ８ １９．０
⑤２交替（拘束１６時間以上） ６ １４．３
⑥当直・２交替 ３ ７．１
⑦当直 １４ ３３．３

合 計 ４２ １００．０

Ⅴ‐５ 手術室の夜勤形態
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7 対 1
78.9%
7対 1
78.9%

13対1
1.1%

その他
1.5%

15対1
0.5%

10 対 1
18%
10 対 1
18%

15対1
46.0%
15対1
46.0%

7対1
2.2%

13対1
18.2%
13対1
18.2%

10対1
14.6%

その他
19%
その他
19%

Ⅵ‐２ 入院基本料（基礎項目）

７対１ １０対１ １３対１ １５対１ その他
全医労 ３３５ １２０ ２ １ ６
全厚労 ２２２ ３６ ３ ２ ３
全日赤 １３０ ６ １ ４
全ＪＣＨＯ病院労組 ２７ ８ ２
全労災 １６１ １９ ２
国共病組 ２１ ２
公共労 ６ ５
公的病院 ３４ ３ １
自治体 １７１ ４２ ２ ２
大学 １６３ ４ １ １ ２
民医連・医療生協 ９５ ５４ ８ ４ ４
地場一般病院 １０ １７ １ １
地場精神病院

合 計 １，３７５ ３１４ ２０ ９ ２６
（記載なしを除く） ７８．８％ １８．０％ １．１％ ０．５％ １．５％

７対１ １０対１ １３対１ １５対１ その他
全医労 １ ６ １１ １７ ８
全厚労 ５ ３ １１ ２
全日赤 ２ １ ２
全ＪＣＨＯ病院労組
全労災
国共病組
公共労 １
公的病院
自治体 １ ２ ６
大学 ２ ２ １ １
民医連・医療生協 ２ ２ ５ ２
地場一般病院 １
地場精神病院 １ ５ ２１ １３

合 計 ３ ２０ ２５ ６３ ２６
（記載なしを除く） ２．２％ １４．６％ １８．２％ ４６．０％ １９．０％

入院基本料（一般病棟） 入院基本料（精神病棟）

一般病棟

精神病棟

３０ 医療労働



Ⅵ‐４ 職員総数と病院１００床当たり人数（基礎項目）
（人） （％）

病院１００床当り人数 構成比
施設数 病床数 看護職員 介護職員 補助者 看護職員 介護職員 補助者 看護職員 介護職員 補助者

全医労 １０５ ２４，５７８ ２９，１１６ １，３６１ １，９６６ １１８．５ ５．５ ８．０ ８９．７ ４．２ ６．１
全厚労 ７５ １３，８９０ １４，６３３ ６５９ １，４３６ １０５．４ ４．７ １０．３ ８７．５ ３．９ ８．６
全日赤 １９ ６，９１７ ８，７６１ ５５ ７５３ １２６．７ ０．８ １０．９ ９１．６ ０．６ ７．９
全ＪＣＨＯ病院労組 ９ ２，２００ １，８５３ ３０ ２０５ ８４．２ １．４ ９．３ ８８．７ １．４ ９．８
全労災 ２５ ９，６３８ ９，０１９ ２ ６６６ ９３．６ ６．９ ９３．１ ６．９
国共病組 ３ ９１５ １，１９６ ２１ ９７ １３０．７ ２．３ １０．６ ９１．０ １．６ ７．４
公共労 ２ ６７８ ５３７ ４９ ７９．２ ７．２ ９１．６ ８．４
公的病院 ９ ２，６８５ ２，６８９ ９０ ３３３ １００．１ ３．４ １２．４ ８６．４ ２．９ １０．７
自治体 ４１ １０，４０３ １３，０５８ ５９ １，５７６ １２５．５ ０．６ １５．１ ８８．９ ０．４ １０．７
大学 １２ ７，１８２ １０，７８０ ５８ ７１０ １５０．１ ０．８ ９．９ ９３．３ ０．５ ６．１
民医連・医療生協 ７９ １３，０６５ １０，４９５ １，３８６ １，２９７ ８０．３ １０．６ ９．９ ７９．６ １０．５ ９．８
地場一般病院 １１ ２，０２３ １，３９９ １８１ ２０５ ６９．２ ８．９ １０．１ ７８．４ １０．１ １１．５
地場精神病院 １２ ２，４９７ １，１３６ １９８ ３０４ ４５．５ ７．９ １２．２ ６９．４ １２．１ １８．５

合 計 ４０２ ９６，６７０ １０４，６７２ ４，１００ ９，５９７ １０８．３ ４．２ ９．９ ８８．４ ３．５ ８．１

看護職員 介護職員 補助者 看護要員

総
数
人
員（
人
）

総数 １０４，６７２ ４，１００ ９，５９６ １１８，３６８
妊娠者数 １，５３０ ２１ ２２ １，５７３
産休者数 １，２４０ １１ １６ １，２６７
育休者数 ３，５０６ ５９ ３８ ３，６０３
育児短時間取得数 ２，７８１ ３４ １２ ２，８２７
介護休暇取得数 ３１ ４ １ ３６
病欠者数 ４６７ ２６ １４ ５０７

総
数
人
員

と
の
割
合（
％
）

妊娠者数 １．５ ０．５ ０．２ １．３
産休者数 １．２ ０．３ ０．２ １．１
育休者数 ３．３ １．４ ０．４ ３．０
育児短時間取得数 ２．７ ０．８ ０．１ ２．４
介護休暇取得数 ０．０ ０．１ ０．０ ０．０
病欠者数 ０．４ ０．６ ０．１ ０．４

Ⅵ‐５ 看護職員の休業者数・妊産婦数
（基礎項目）

Ⅵ‐３ 夜勤協定（基礎項目）

有 無 無回答 有の割合（％）
全医労 ５７ ２８ ２０ ５４．３
全厚労 ６６ ６ ３ ８８．０
全日赤 １３ ４ ２ ６８．４
全ＪＣＨＯ病院労組 ３ ６ ３３．３
全労災 ２３ ２ ９２．０
国共病組 １ １ １ ３３．３
公共労 １ １ ５０．０
公的病院 ３ ５ １ ３３．３
自治体 ２７ １１ ３ ６５．９
大学 ３ ７ ２ ２５．０
民医連・医療生協 ６７ １０ ２ ８４．８
地場一般病院 ９ １ １ ８１．８
地場精神病院 ８ ４ ６６．７

合 計 ２８１ ８４ ３７
割 合（％） ７７．０ ２３．０

実施資料Ⅵ
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Ⅵ‐８ 地域包括ケア病床の有無
（基礎項目）

施設数 １～１０床 １１～２０床 ２１～３０床 ３１～４０床 ４１～５０床 ５１～６０床 ６１～７０床 ７１床以上

全医労 １９ ３ ５ ２ ３ ４ ２

全厚労 ２７ ３ １ ４ ９ ８ １ １

全日赤 ４ ２ １ １

全ＪＣＨＯ病院労組 ５ １ １ １ １ １

全労災 ９ ２ ２ ３ ２

国共病組 １ １

公共労 １ １

公的病院 ３ ２ １

自治体 １４ ２ １ ３ ２ ３ ２ １

大学 １ １

民医連・医療生協 ４２ ８ ７ ４ ６ ７ ８ １ １

地場一般病院 ２ １ １

Ⅵ‐１０ 地域包括ケア病床の状況 組合性格別（基礎項目）

施設数 割合（％）

有 １４８ ４１．３

無 ２１０ ５８．７

Ⅵ‐６ 最も短い勤務間隔
（基礎項目）

Ⅵ‐７ 勤務間隔は１２時間以
上あるか（基礎項目）

施設数 割合（％）
８時間未満 １６５ ４９．０
１２時間未満 ５３ １５．７
１６時間未満 １０７ ３１．８
１６時間以上 １２ ３．６

施設数 割合（％）
有 １１９ ３５．３
無 ２１８ ６４．７

Ⅵ‐９ 地域包括ケア病床の病床別
割合（基礎項目）

施設数 割合（％）

１～１０床 １４ １０．９

１１～２０床 １７ １３．３

２１～３０床 １２ ９．４

３１～４０床 ２１ １６．４

４１～５０床 ２８ ２１．９

５１～６０床 ２８ ２１．９

６１～７０床 ２ １．６

７１床以上 ６ ４．７

３２ 医療労働
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